
 

総 室 発 第 6 1 号  

令和 3 年 10 月 15 日 

 

原子力規制委員会 殿 

 

住 所 東京都台東区上野五丁目 2 番 1 号 

申 請 者 名 日 本 原 子 力 発 電 株 式 会 社 

代表者氏名 取 締 役 社 長   村 松  衛 

 

東海第二発電所発電用原子炉設置変更許可申請書 

（発電用原子炉施設の変更） 

本文及び添付書類の一部補正 

 

令和元年9月24日付け総室発第69号をもって申請（令和2年11月16日付け総室

発第78号，令和3年2月19日付け総室発第109号で一部補正）しました東海第二

発電所発電用原子炉設置変更許可申請書（発電用原子炉施設の変更）の本文及

び添付書類を下記のとおり一部補正します。 

 

記 

 

 東海第二発電所発電用原子炉設置変更許可申請書（発電用原子炉施設の変更）

の本文及び添付書類を別添のとおり一部補正します。 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本資料のうち，枠囲みの内容は営業秘密

又は防護上の観点から公開できません。 



 

別 添 

 

別紙 1 の一部補正 

別紙 2（本文）の一部補正 

申請書表図の一部補正 

添付書類三の一部補正 

添付書類五の一部補正 

添付書類六の一部補正 

添付書類八の一部補正 

添付書類十の一部補正 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 1 の一部補正 

 



－ 1 － 

別紙 1（設置変更許可等の経緯）を以下のとおり補正する。 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

** －1－ 

～ 

** －3－ 

 （記載の変更） 別紙 1 に変更する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁

を，**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正し

た頁を，***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補

正した頁を示す。 



－ 2 － 

 

別紙 1 

別紙 1 

設置変更許可等の経緯 

許可（届出）年月日 許可（届出）番号 備     考 

 
昭和50年 9月17日 
 
 
 
 
昭和51年10月21日 
 
 
 
昭和52年 8月15日 
 
 
 
 
 
昭和52年11月24日 
 
 
昭和56年 2月 3日 
 
昭和57年 3月31日 
 
 
 
昭和58年 9月 9日 
 
 
昭和61年12月 5日 
 
 
 
 
昭和63年 4月14日 
 
 
平成 3年 5月22日 
 
 
 
 
 
平成 4年 2月18日 

 
50原第6663号 
 
 
 
 
51安(原規)第70号 
 
 
 
52安(原規)第179号 
 
 
 
 
 
52安(原規)第280号 
 
 
55資庁第17010号 
 
56資庁第13144号 
 
 
 
58資庁第5196号 
 
 
61資庁第7506号 
 
 
 
 
62資庁第10383号 
 
 
2資庁第3247号 

 
 
 
 
 
3資庁第9379号 

 

 
原子炉施設の変更 
（８×８型燃料の採用，主蒸気
隔離弁漏洩抑制系，非常用ガス
再循環系等の追加） 
  
原子炉施設の変更 
（使用済燃料貯蔵架台の増設
等） 
 
原子炉施設の変更 
（新しい炉心の熱特性評価方法
の採用（ＧＥＴＡＢ），固体廃
棄物置場，固定モニタ等の東海
発電所との共用） 
 
原子炉施設の変更 
（使用済燃料貯蔵架台の増設) 
 
使用済燃料の処分の方法の変更
 
原子炉施設の変更 
（放射性廃棄物貯蔵設備及び処
理設備の新・増設) 
 
原子炉施設の変更 
（新型８×８燃料の採用） 
 
原子炉施設の変更 
（新型８×８ジルコニウムライ
ナ燃料の採用，取替燃料の平均
濃縮度の変更） 
 
原子炉施設の変更 
（新型制御棒の採用） 
 
原子炉施設の変更 
（高燃焼度８×８燃料の採用，
使用済燃料貯蔵施設の貯蔵能力
の増強） 
使用済燃料の処分の方法の変更
 
原子炉施設の変更 
（起動領域計装の採用） 



－ 3 － 

 

 

許可（届出）年月日 許可（届出）番号 備     考 

 
平成11年 3月10日 
 
 
 
平成12年 3月30日 
 
平成13年 8月 6日 
 
 
 
平成14年 9月12日 
 
 
 
平成15年 7月17日 
 
 
 
平成19年10月25日 
 
 
 
平成21年11月17日 
 
 
平成28年11月 2日 
 
 
平成30年 9月26日 
 
 
 
 
令和元年 7月24日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
平成09･09･18資第5号 
 
 
 
平成11･12･16資第4号 
 
平成13･04･02原第1号 
 
 
 
平成14･07･10原第1号 
 
 
 
平成14･12･26原第4号 
 
 
 
平成18･12･20原第7号 
 
 
 
平成20･12･24原第3号 
 
 
原規規発第16110228号 

 
 

原規規発第1809264号 
 
 
 
 

原規規発第1907243号 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
原子炉施設の変更 
（使用済燃料乾式貯蔵設備の設
置） 
 
使用済燃料の処分の方法の変更
 
原子炉施設の変更 
（９×９燃料の採用，新型制御
棒の採用） 
 
原子炉施設の変更 
（残留熱除去系の蒸気凝縮系の
機能の削除） 
 
原子炉施設の変更 
（固体廃棄物の処理方法の変
更） 
 
原子炉施設の変更 
（給水加熱器保管庫の設置，淡
水源切替の変更） 
 
原子炉施設の変更 
（固体廃棄物作業建屋の設置）
 
発電用原子炉の使用済燃料の処
分の方法の変更 
 
発電用原子炉施設の変更 
（設計基準対象施設及び重大事
故等対処施設の設置並びに体制
の整備等） 
 
発電用原子炉施設の変更 
（地震時の燃料被覆管の閉じ込
め機能の維持に係る設計方針の
追加） 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



－ 4 － 

 

 

許可（届出）年月日 許可（届出）番号 備     考 

 
【届出】 
平成25年12月26日 

平成26年7月8日 
一部補正 

 
 
令和 2年 4月 1日 

 
 

総室発第99号 
（総室発第51号） 

 
 
 

総室発第2号 

 
 
原子力規制委員会設置法附則第
23条第1項に基づく届出 
 
 
 
原子力利用における安全対策の
強化のための核原料物質、核燃
料物質及び原子炉の規制に関す
る法律等の一部を改正する法律
附則第5条第4項で準用する同法
附則第4条第1項に基づく届出 

 

申請年月日 申請番号 備     考 

 
令和3年 6月25日 
 
 
令和3年 6月25日 
 

 
総室発第28号 

 
 

総室発第29号 
 

 

 
発電用原子炉施設の変更 
（圧縮減容装置の設置） 
 
発電用原子炉施設の変更 
（震源を特定せず策定する地震
動に係る新規制基準改正への対
応） 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 2（本文）の一部補正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁を

示す。 

 

－ 1 － 

本文五号を以下のとおり補正する。 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

** －10－ 下 2～

下 1 

…その量が小さなレベ

ルに留まって破断延性

限界に… 

…その量が小さなレベ

ルにとどまって破断延

性限界に… 

** －11－ 上 5～

上 6 

…おおむね弾性状態に

留まる範囲で… 

…おおむね弾性状態に

とどまる範囲で… 

** －11－ 上 8～

上 10 

…許容応力度を許容限

界と する。機器・配

管系については，応答

が全体的におおむね弾

性状態に留まるように

設計する。 

…許容応力度を許容限

界とし，当該許容限界

を超えないように設計

する。機器・配管系に

ついては，応答が全体

的におおむね弾性状態

にとどまるように設計

する。 

** －11－ 下 12～

下 11 

…おおむね弾性状態に

留まる範囲で… 

…おおむね弾性状態に

とどまる範囲で… 

 

 

 

 

 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁を

示す。 

－ 2 － 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

** －11－ 下 9～

下 7 

…許容応力度を許容限

界と する。機器・配

管系については，発生

する応力に対して，応

答が全体的におおむね

弾性状態に留まるよう

に設計する。 

…許容応力度を許容限

界とし，当該許容限界

を超えないように設計

する。機器・配管系に

ついては，発生する応

力に対して，応答が全

体的におおむね弾性状

態にとどまるように設

計する。 

** －19－ 上 12 

** －19－ 上 13～

下 12 

** －19－ 

** －29－ 

** －29－ 

下 7～

下 6 

上 2 

下 4 

…遡上波が到達しない

十分高い場所に設置す

る。 

…設備は，外部電源喪

失時においても… 

…し，外部電源喪失時 

…遡上波が到達しない

十分高い敷地に設置す

る。 

…設備は，全交流動力電

源喪失時においても… 

…し，全交流動力電源 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁を

示す。 

－ 3 － 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

** －39－ 上 2 

の電源… 

…影響，電磁波による

影響及び… 

喪失時の電源… 

…影響，電磁的障害及

び… 

** －47－ 下 6 …圧力逃がし装置 及

び緊急用… 

…圧力逃がし装置，耐

圧強化ベント系及び緊

急用… 

** －47－ 下 5 の

後 

（記載の追加） なお，耐圧強化ベン

ト系は，

の設置をもって

廃止する。 

** －48－ 上 13 の

後 

（記載の追加） 別紙 1 を追加する。 

** －48－～ 

－51－ 

下 11～

下 1 

（記載の変更） 別紙 2 に変更する。 

** －53－ 上 3 の

後 

（記載の追加） 重大事故等時の耐圧

強化ベント系の放射線

量率を測定するための

耐圧強化ベント系放射

線モニタを設ける。 

なお，耐圧強化ベン

ト系放射線モニタは，



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁を

示す。 

－ 4 － 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

の

設 置 を も っ て 廃 止 す

る。 

** －54－ 上 8 の

後 

（記載の追加） 耐圧強化ベント系放射

線モニタ 

（「ヘ 計測制御系統

施設の構造及び設備」

と兼用） 

個  数

2 

** －58－ 下 10～

下 9 

…逃がし装置は，原子

炉格納容器内雰囲気ガ

スを不活性ガス系を経

由して，フィルタ装置

へ… 

…逃がし装置は，サプ

レッション・チェンバ

側から不活性ガス系及

び格納容器圧力逃がし

装置配管を経由又はド

ライウェル側から格納

容器圧力逃がし装置配

管を経由して，原子炉

格納容器内雰囲気ガス

をフィルタ装置へ… 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁を

示す。 

 

－ 5 － 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

** －58－～ 

－59－ 

下 1～

上 3 

…の高さを確保し，ド

ライウェル側からの排

気では，ドライウェル

床面からの高さを確保

するとともに燃料有効

長頂部よりも高い位置

に接続箇所を設けるこ

とで長期的にも… 

…の高さを確保するこ

と，また，ドライウェ

ル側からの排気では，

排気配管とペデスタル

の離隔を確保するとと

もに燃料有効長頂部よ

りも高い位置に取出口

を設けることにより，

長期的にも… 

** －60－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

** －60－ 

 

上 4～

上 6 

 

 

 

 

 

 

 

上 11 

…バイパス弁，フィル

タ装置入口第二弁，フ

ィルタ装置入口第二弁

バ イ パ ス 弁 ， 第 一 弁

（Ｄ／Ｗ側）及びフィ

ル タ 装 置 入 口 連 絡 弁

は，遠隔人力… 

 

 

…遮蔽体に囲まれた… 

…バイパス弁，フィル

タ装置入口第一弁（Ｄ

／Ｗ側），フィルタ装

置入口第一弁（Ｄ／Ｗ

側）バイパス弁，フィ

ルタ装置入口第二弁及

びフィルタ装置入口第

二弁バイパス弁は，遠

隔人力… 

…遮蔽 に囲まれた… 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁を

示す。 

－ 6 － 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

** －60－ 

** －61－ 

下 4 

上 10～

上 12 

…遮蔽体を設け，… 

…バイパス弁，フィル

タ装置入口第二弁，フ

ィルタ装置入口第二弁

バ イ パ ス 弁 ， 第 一 弁

（Ｄ／Ｗ側）及びフィ 

ルタ装置入口連絡弁を

操作できる… 

…遮蔽 を設け，… 

…バイパス弁，フィル

タ装置入口第一弁（Ｄ

／Ｗ側），フィルタ装

置入口第一弁（Ｄ／Ｗ

側）バイパス弁，フィ 

ルタ装置入口第二弁及

びフィルタ装置入口第

二弁バイパス弁を操作

できる… 

* －82－ 下 9 …感知器 を組み合わ

せ… 

…感知器又は非アナロ

グ式の炎感知器を組み

合わせ… 

* －83－ 下 7～

下 6 

…全域ガス消火設備等 

を設置する。 

…全域ガス消火設備等

の自動消火設備又は手

動操作による固定式消

火設備を設置する。 

** －82－ 下 9 の

後 

（記載の追加） 

換気空調系止水

ダ ン パ （ 「 ヌ (3)(ⅱ)

ｂ．内部溢水に対する 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁を

示す。 

－ 7 － 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

防護設備」と兼用） 

個  数 

3 

** －83－ 上 6～

上 7 

原子炉建屋付属棟西側

水 密 扉 （

と兼用） 

原子炉建屋付属棟西側

水密扉  

** －83－ 下 11 の

後 

（記載の追加） 北側

水密扉 

個  数

8 

** －84－～ 

－85－ 

上 7～

下 1 

（記載の変更） 別紙 3 に変更する。 

** －86－ 上 2 ａ．特定重大事故等対

処施設に係る意図的な

大型航空機… 

ａ．特定重大事故等対

処施設に係る故意によ

る大型航空機… 

** －86－ 上 9 の

後 

（記載の追加） 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁を

示す。 

－ 8 － 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

** －86－ 上 10～

下 8 

（記載の変更） 別紙 4 に変更する。 

** －88－ 上 11 の

後 

（記載の追加） 

** －88－～ 

－91－ 

** －92－～ 

－95－ 

下 1～ 

下 1 

上 1～ 

上 8 

（記載の変更） 

（記載の変更） 

別紙 5 に変更する。 

別紙 6 に変更する。 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁を

示す。 

－ 9 － 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

** －95－ 下 11～

下 9 

** －95－ 下 4 の

後 

（記載の追加） 

** －95－～ 

－96－ 

下 1～ 

上 3 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁を

示す。 

－ 10 － 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

** －96－ 

** －96－ 

上 5～ 

上 8 

下 10 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁を

示す。 

－ 11 － 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

** －96－ 

** －96－～ 

－103－ 

** －103－～ 

－110－ 

下 9～ 

下 6 

下 5～ 

下 10 

下 9～ 

下 8 

（記載の変更） 

（記載の変更） 

（記載の削除） 

別紙 7 に変更する。 

別紙 8 に変更する。 
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別紙 1 

(b) 耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱

残留熱除去系の故障等により最終ヒートシンクへ熱を輸送する

機能が喪失した場合に，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の

破損を防止するための重大事故等対処設備として，耐圧強化ベン

ト系は，格納容器内雰囲気ガスを不活性ガス系等を経由して，主

排気筒に隣接する非常用ガス処理系排気筒を通して原子炉建屋外

に放出することで，原子炉格納容器内に蓄積した熱を最終的な熱

の逃がし場である大気へ輸送できる設計とする。 

最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備として使用する場

合の耐圧強化ベント系は，炉心損傷前に使用するため，排気中に

含まれる放射性物質及び可燃性ガスは微量である。 

耐圧強化ベント系は，使用する際に弁により他の系統・機器と

隔離することにより，悪影響を及ぼさない設計とする。 

耐圧強化ベント系は，想定される重大事故等時において，原子

炉格納容器が負圧とならない設計とする。耐圧強化ベント系の使

用に際しては，代替格納容器スプレイ冷却系等による原子炉格納

容器内へのスプレイは停止する運用としており，原子炉格納容器

が負圧とならない。仮に，原子炉格納容器内にスプレイをする場

合においても，原子炉格納容器内圧力が規定の圧力まで減圧した

場合には，原子炉格納容器内へのスプレイを停止する運用とする。 

耐圧強化ベント系使用時の排出経路に設置される隔離弁は電動

弁とし，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

の給電による操作が可能な設計とする。 

このうち，第一弁（Ｓ／Ｃ側），第一弁（Ｄ／Ｗ側）について
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は，人力による操作が可能な設計とし，隔離弁の操作における駆

動源の多様性を有する設計とする。 

本系統はサプレッション・チェンバ及びドライウェルと接続し，

いずれからも排気できる設計とする。サプレッション・チェンバ

側からの排気ではサプレッション・チェンバの水面からの高さを

確保し，ドライウェル側からの排気では，ペデスタル（ドライウ

ェル部）の床面からの高さを確保するとともに燃料有効長頂部よ

りも高い位置に接続箇所を設けることで長期的にも溶融炉心及び

水没の悪影響を受けない設計とする。 

耐圧強化ベント系を使用した場合に放出される放射性物質の放

出量に対して，あらかじめ敷地境界での線量評価を行うこととす

る。 
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別紙 2 

(a) 緊急用海水系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

残留熱除去系海水系の故障又は全交流動力電源の喪失により，

最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合の重大事故

等対処設備として，緊急用海水系は，サプレッション・チェンバ

への熱の蓄積により原子炉冷却機能が確保できる一定の期間内

に，緊急用海水ポンプにて残留熱除去系熱交換器に海水を送水す

ることで，残留熱除去系等の機器で発生した熱を最終的な熱の逃

がし場である海へ輸送できる設計とする。 

緊急用海水ポンプは，常設代替交流電源設備からの給電が可能

な設計とする。 

常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備及び代替所

内電気設備については「ヌ(2)(ⅳ) 代替電源設備」に記載す

る。 

格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系は，残留熱除

去系（原子炉停止時冷却系，格納容器スプレイ冷却系及びサプ

レッション・プール冷却系）及び残留熱除去系海水系と共通要

因によって同時に機能を損なわないよう，ポンプ及び熱交換器

を使用せずに最終的な熱の逃がし場である大気へ熱を輸送でき

る設計とすることで，残留熱除去系及び残留熱除去系海水系に

対して，多様性を有する設計とする。 

また，格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系は，排

出経路に設置される隔離弁の電動弁を常設代替交流電源設備若

しくは可搬型代替交流電源設備からの給電による遠隔操作を可

能とすること又は遠隔人力操作機構を用いた人力による遠隔操
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作若しくは操作ハンドルを用いた人力による操作を可能とする

ことで，非常用交流電源設備からの給電により駆動する残留熱

除去系（原子炉停止時冷却系，格納容器スプレイ冷却系及びサ

プレッション・プール冷却系）及び残留熱除去系海水系に対し

て，多様性を有する設計とする。 

格納容器圧力逃がし装置のフィルタ装置及び圧力開放板は

に設置し，耐圧強化ベント系は原子

炉建屋原子炉棟内の残留熱除去系ポンプ，熱交換器及び屋外の

残留熱除去系海水系と異なる区画に設置することで，残留熱除

去系及び残留熱除去系海水系と共通要因によって同時に機能を

損なわないよう位置的分散を図った設計とする。 

格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系は，除熱手段

の多様性及び機器の位置的分散によって，残留熱除去系及び残

留熱除去系海水系に対して独立性を有する設計とする。 

緊急用海水系は，残留熱除去系海水系と共通要因によって同

時に機能を損なわないよう，常設代替交流電源設備からの給電

を可能とすることで，非常用交流電源設備からの給電により駆

動する残留熱除去系海水系に対して，多様性を有する設計とす

る。 

また，緊急用海水系は，格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強

化ベント系に対して，除熱手段の多様性を有する設計とする。 

緊急用海水系は，原子炉建屋に隣接する緊急用海水ポンプピ

ット内に設置することにより，海水ポンプ室に設置する残留熱

除去系海水系ポンプ，原子炉建屋外の格納容器圧力逃がし装置

及び耐圧強化ベント系と共通要因によって同時に機能を損なわ
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ないよう位置的分散を図る設計とする。 

緊急用海水系は，電源の多様性及び機器の位置的分散によ

り，残留熱除去系海水系に対し独立性を有する設計とする。 

電源設備の多様性及び独立性並びに位置的分散については

「ヌ(2)(ⅳ) 代替電源設備」に記載する。 

［常設重大事故等対処設備］ 

格納容器圧力逃がし装置 

フィルタ装置

（「リ(3)(ⅱ)ｂ．原子炉格納容器の過圧破損を防止するた

めの設備」他と兼用） 

フィルタ装置遮蔽

（「チ(1)(ⅳ)ｂ．フィルタ装置遮蔽」他と兼用） 

配管遮蔽 

（「チ(1)(ⅳ)ｃ．配管遮蔽」他と兼用） 

遮蔽 

（「チ(1)(ⅳ)ｄ． 遮蔽」他

と兼用） 

空気ボンベユニット（空気ボ

ンベ）

（「チ(1)(ⅴ)ｃ． 空気ボン

ベユニット（空気ボンベ）」他と兼用） 

耐圧強化ベント系 

 系 統 数   1 

系統設計流量  約 48,000kg／h 

緊急用海水系 
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 緊急用海水ポンプ 

（「ホ(3)(ⅱ)ｂ．(c) 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時

に発電用原子炉を冷却するための設備」，「リ(3)(ⅱ)ａ．

原子炉格納容器内の冷却等のための設備」，「リ(3)(ⅱ)ｂ．

原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備」及び「ニ

(3)(ⅱ) 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備」と兼用） 

台   数        1（予備 1） 

容   量        約 844m３／h 

全 揚 程        約 130m 

緊急用海水系ストレーナ 

（「ホ(3)(ⅱ)ｂ．(c) 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時

に発電用原子炉を冷却するための設備」，「リ(3)(ⅱ)ａ．

原子炉格納容器内の冷却等のための設備」，「リ(3)(ⅱ)ｂ．

原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備」及び「ニ

(3)(ⅱ) 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備」と兼用） 

基   数        1 

 残留熱除去系熱交換器 

（「ホ(4)(ⅰ) 残留熱除去系」他と兼用） 
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別紙3 



－ 19 － 
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別紙 4 
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別紙5 

ｃ．炉内の溶融炉心の冷却機能 



－ 22 － 



－ 23 － 



－ 24 － 
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別紙6 

ｄ．原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却機能 



－ 26 － 
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別紙 7 



－ 30 － 



－ 31 － 
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格納容器圧力逃がし装置 

フィルタ装置

（「ホ(4)(ⅵ) 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備」，

「リ(3)(ⅱ)ｂ．原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設

備」，「リ(3)(ⅱ)ｄ．水素爆発による原子炉格納容器の破損を

防止するための設備」及び「ヌ(3)( )ｇ．水素爆発による原子

炉格納容器の破損防止機能」と兼用） 
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別紙8 

ｇ．水素爆発による原子炉格納容器の破損防止機能 



－ 38 － 



－ 39 － 



－ 40 － 
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格納容器圧力逃がし装置 

フィルタ装置

（「ホ(4)(ⅵ) 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備」，

「リ(3)(ⅱ)ｂ．原子炉格納容器の過圧破損を防止するための

設備」，「リ(3)(ⅱ)ｄ．水素爆発による原子炉格納容器の破

損を防止するための設備」及び「ヌ(3)( )ｆ．原子炉格納容

器の過圧破損防止機能」と兼用） 
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なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁を

示す。 
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本文十号を以下のとおり補正する。 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

** －120－ 上 7 …及び特重施設要員が

使用する… 

…及び特定重大事故等

対処施設を操作するた

めに必要な要員（以下

「特重施設要員」とい

う。）が使用する… 

** －121－ 上 3 格納容器ベントにつ

いては， フィルタ装

置では… 

格納容器ベントにつ

いては，サプレッショ

ン・プールでのスクラ

ビングやフィルタ装置

では… 

** －121－ 上 6～

上 7 

…場合において，迷わ

ず格納容器ベントを用

いた… 

…場合において，迷わ

ず格納容器圧力逃がし

装置又は

を用いた… 

** －125－ 下 12～

下 8 

…の確保」及び「(ⅱ) 

大規模な自然災害又は

故意による大型航空機

の衝突その他のテロリ

ズムへの対応における

事項」の「ａ．(a-2-2) 

…の確保」 に示すと

おり，… 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁を

示す。 

－ 46 － 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

優先順位に係る基本的

な考え方」に示すとお

り，… 

** －125－ 下 6 …ホイールローダ を

保管し，… 

…ホイールローダ等を

保管し，… 

** －125－ 下 1 …「ａ．(a-3-3-1)… …「ａ．(a-3-2-1)… 

** －127－～ 

－129－ 

下 4～

上 2 

（記載の変更） 別紙 1 に変更する。 

** －134－ 上 3～

下 7 

（記載の変更） 別紙 2 に変更する。 

* －128－ 下 1 …特重施設要員  が

要員の交代なしに… 

…特重施設要員 及び

特重施設応援要員 が

要員の交代なしに… 

** －136－ 上 6～

上 7 

…格納容器圧力逃がし装

置 を使用する事故シ

ーケンスグループの… 

…格納容器圧力逃がし装

置等を使用する事故シ

ーケンスグループの… 

** －136－ 下 10 (a-9)格納容器圧力逃が

し装置 は，… 

(a-9)格納容器圧力逃が

し装置等は，… 

** －136－ 下 5 (a-10-3)格納容器圧力

逃がし装置 による… 

(a-10-3)格納容器圧力

逃がし装置等による… 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁を

示す。 

 

－ 47 － 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

** －136－ 下 1 (d-2-11)格納容器圧力

逃がし装置 は，… 

(d-2-11)格納容器圧力

逃がし装置等は，… 

** －137－ 上 5 (d-2-12-3)格 納 容 器 圧

力逃がし装置 による

… 

(d-2-12-3)格納 容 器 圧

力逃がし装置等による

… 

** －137－ 上 9 (f-8)格納容器圧力逃が

し装置 は，… 

(f-8)格納容器圧力逃が

し装置等は，… 

** －137－ 下 12 (f-9-3)格納容器圧力逃

がし装置 による… 

(f-9-3)格納容器圧力逃

がし装置等による… 

** －137－ 下 8～

下 2 

（記載の変更） 別紙 3 に変更する。 

** －138－ 上 6 の

後 

（記載の追加） 別紙 4 を追加する。 

** －138－ 上 9～

下 1 

（記載の変更） 別紙 5 に変更する。 

** －138－ 下 1 の

後 

（記載の追加） 別紙 6 を追加する。 
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別紙1 

(a-2-2-2)特定重大事故等対処施設における各手順の基本的考え

方 

特定重大事故等対処施設を用いた大規模損壊時の対応

においても，可搬型設備等を用いた対応と同様に，環境

への放射性物質の放出低減を最優先に考える。このた

め，使用する手順の順番としては，原子炉減圧・原子炉

注水，格納容器注水，格納容器ベントの順で実施するこ

ととする。 

また，格納容器ベントについては，サプレッション・

プールでのスクラビングやフィルタ装置では除去できな

い希ガスを含んだ原子炉格納容器内雰囲気を環境へ放出

する手順であることから，原子炉格納容器圧力が限界圧

力に達する前，又は，原子炉格納容器からの異常漏えい

が発生した場合に実施することを基本とする。また，原

子炉格納容器の破損を防止するために格納容器ベントを

実施する必要がある場合において，迷わず格納容器圧力

逃がし装置又は を用いた放射性物質

の放出を行えるよう，判断基準を明確にした手順を整備

する。 

なお，特定重大事故等対処施設を用いた大規模損壊時

の対応中に，設計基準事故対処設備，重大事故等対処設

備（ＥＳ設備を除く。）による対応が可能となり，格納

容器ベントを実施する必要がないと本部長が判断した場

合は，本部長の指揮のもと，「ａ．可搬型設備等による
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対応」で整備する大規模損壊時の手順を用いた対応に移

行する。 
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別紙2 

(b-2-3)原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突その他のテ

ロリズムによる重大事故等が発生した場合に速やかに対応

するために，原子炉圧力容器に燃料が装荷されている場合

における必要な特重施設要員として， （原子炉圧力容器

に燃料が装荷されていない場合は要員の確保の必要な

し。）を確保する。また，「(ⅰ) 重大事故等対策」の

「ｄ．(c) 体制の整備」で整備される重大事故等が発生し

た場合に速やかに対応するために，原子炉圧力容器に燃料

が装荷されている場合における必要な要員を常時39名確保

し，特重施設要員と合わせて合計 （原子炉圧力容器に

燃料が装荷されていない場合は，必要な要員を常時37名）

を確保する。 

特重施設要員を特定重大事故等対処施設内に常時確保

し，中央制御室（当直（運転員）を含む。）又は重大事故

等対処設備（ＥＳ設備を除く。）による格納容器破損防止

対策が有効に機能しなくなる場合においても，対処できる

よう体制を整備する。また，原子炉建屋への故意による大

型航空機の衝突その他のテロリズムによる重大事故等が発

生した場合においては，特重施設要員に不測の事態が発生

した場合を考慮し，常時確保する要員の中から を特重施

設応援要員として に派遣する体制を整備す

る。 
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別紙3 

(f-10-8)敷地境界における大気拡散条件については，格納容器圧

力逃がし装置を用いる場合は，地上放出，実効放出継続時間

1 時間の値として，相対濃度（χ／Ｑ）を 8.2×10－５（s／

m３），相対線量（Ｄ／Ｑ）を 9.9×10－１９（Gy／Bq）とし，

耐圧強化ベント系を用いる場合は，排気筒放出，実効放出継

続時間 1 時間の値として，相対濃度（χ／Ｑ）は 2.0×10－６

（s／m３），相対線量（Ｄ／Ｑ）は 8.0×10－２０（Gy／Bq）と

する。また，非居住区域境界における大気拡散条件について

は，格納容器圧力逃がし装置を用いる場合は，地上放出，実

効放出継続時間 1 時間の値として，相対濃度（χ／Ｑ）を

3.1×10－５（s／m３），相対線量（Ｄ／Ｑ）を 4.1×10－１９

（Gy／Bq）とし，耐圧強化ベント系を用いる場合は，排気筒

放出，実効放出継続時間 1 時間の値として，相対濃度（χ／

Ｑ）は2.0×10－ ６ （ s／ m３ ），相対線量（Ｄ／Ｑ）は

8.1×10－２０（Gy／Bq）とする。なお，耐圧強化ベント系は

の設置をもって廃止する。 
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別紙4 

(a-2-13-2)格納容器圧力逃がし装置を用いた場合の環境中への総

放出量の評価においては，原子炉内に内蔵されている核

分裂生成物が事象進展に応じた割合で，格納容器内に放

出され，サプレッション・チェンバ又はドライウェルの

ベントラインを通じて格納容器圧力逃がし装置に至るも

のとする。ここで，格納容器圧力 0.31MPa［gage］におけ

る格納容器圧力逃がし装置の排出流量は，サプレッショ

ン・チェンバ側のベントラインを使用する場合は 13.4kg

／s とし，ドライウェル側のベントラインを使用する場合

は 8.1kg／s とする。格納容器圧力逃がし装置に到達した

核分裂生成物は，格納容器圧力逃がし装置内のフィルタ

によって除去された後，格納容器圧力逃がし装置出口配

管から放出されるものとする。 
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別紙5 

(d) 格納容器バウンダリにかかる温度については，これが最も厳し

くなる「過渡事象発生時に高圧注水機能及び低圧注水機能が喪失

する事故」，「過渡事象発生時に残留熱除去系の故障により崩壊

熱除去機能が喪失する事故」及び「中破断ＬＯＣＡ時に高圧注水

機能及び低圧注水機能が喪失する事故」において，格納容器内温

度の最高値は約 143℃であり，不確かさを考慮しても限界温度

200℃を下回る。 

 なお，格納容器圧力逃がし装置等を使用する事故シーケンスグ

ループにおいて敷地境界及び非居住区域境界での実効線量が最も

厳しくなる「中破断ＬＯＣＡ時に高圧注水機能及び低圧注水機能

が喪失する事故」において，格納容器圧力逃がし装置による格納

容器ベント時の敷地境界での実効線量の評価結果は約 4.1×10－１

mSv,耐圧強化ベント系による格納容器ベント時の敷地境界での実

効線量の評価結果は約6.2×10－１mSvであり，また，格納容器圧力

逃がし装置による格納容器ベント時の非居住区域境界での実効線

量の評価結果は約 1.6×10－１mSv，耐圧強化ベント系による格納容

器ベント時の非居住区域境界での実効線量の評価結果は約 6.2×

10－１mSv であり，いずれの場合も，周辺の公衆に対して著しい放

射線被ばくのリスクを与えることはない。 

  



－ 54 － 

別紙 6 

b．運転中の原子炉における重大事故 

(c) 放射性物質の総放出量については，これが最も厳しくなる「大

破断ＬＯＣＡ時に高圧注水機能及び低圧注水機能が喪失する事故」

における代替循環冷却系を使用できない場合のうちドライウェル

のベントラインを経由した場合において，Ｃｓ－137 の総放出量

は，事象発生から 7 日後までの間で約 16TBq，100 日後までを考慮

したとしても約 17TBq であり，不確かさを考慮しても放射性物質

による環境への汚染の視点も含め，環境への影響を小さくとどめ

ている。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請書表図の一部補正 
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申請書表図を以下のとおり補正する。 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

** －4－～ 

－10－ 

 （記載の変更） 別紙 1 に変更する。 

** －11－～ 

－21－ 

 （記載の変更） 別紙 2 に変更する。 

** －22－～ 

－24－ 

 （記載の変更） 

 

別紙 3 に変更する。 

** －25－～ 

－43－ 

 （記載の変更） 別紙 4 に変更する。 
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1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項 

重
大
事
故
等
時
の
対
応
手
段
の
選
択 

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障
時 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系が機能喪失した場合は，格

納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱を実施す

る。 

格納容器圧力逃がし装置が機能喪失した場合は，耐圧強化ベント系に

よる原子炉格納容器内の減圧及び除熱を実施する。 

格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系による格納容器ベントの

実施に当たり，弁の駆動電源及び空気源がない場合は，現場で手動操作

を行う。 

なお，格納容器圧力逃がし装置又は耐圧強化ベント系により格納容器

ベントを実施する場合は，スクラビング効果が期待できるサプレッショ

ン・チェンバを経由する経路を第一優先とする。 

サプレッション・チェンバ側のベントラインが水没等の理由で使用で

きない場合は，ドライウェルを経由する経路を第二優先とする。 

作
業
性 

格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系の隔離弁を遠隔又は

現場で手動操作する場合は，汎用電動工具を用いて操作するため，速や

かに操作ができるよう操作場所近傍に配備する。また，作業エリアには

蓄電池内蔵型照明を配備する。 

電
源
確
保 

全交流動力電源が喪失した場合は，代替交流電源設備等を用いて格納

容器ベントを実施するために必要な電動弁へ給電する。電源が確保でき

ない場合は，現場において手動で系統構成を行う。 

全交流動力電源が喪失した場合は，常設代替交流電源設備等を用いて

残留熱除去系（原子炉停止時冷却系），残留熱除去系（サプレッション・

プール冷却系）及び残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）へ給電す

る。  

燃
料
給
油 

配慮すべき事項は，「1.14 電源の確保に関する手順等」の燃料給油

と同様である。 
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第 10－1 表 重大事故等対策における手順書の概要（7／19） 

1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等 

方
針
目
的 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容器の破損を防止するため，格

納容器圧力逃がし装置及び代替循環冷却系により，原子炉格納容器内の圧力及び温度を

低下させる手順等を整備する。 

対
応
手
段
等 

代
替
循
環
冷
却
系
に
よ
る 

原
子
炉
格
納
容
器
内
の 

減
圧
及
び
除
熱 

原子炉格納容器の破損を防止するため，代替循環冷却系により原子

炉格納容器の圧力及び温度を低下させる。 

格
納
容
器
圧
力
逃
が
し
装
置 

に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
の 

減
圧
及
び
除
熱 

残留熱除去系の復旧又は代替循環冷却系の運転による原子炉格納容

器内の減圧及び除熱ができない場合，又は原子炉建屋の水素濃度が

2.0vol％に到達した場合は，原子炉格納容器の破損を防止するため，格

納容器圧力逃がし装置により原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下

させる。 

配
慮
す
べ
き
事
項 

重
大
事
故
等
時
の
対
応
手
段
の
選
択 

残留熱除去系による原子炉格納容器内の除熱機能が喪失した場合

は，代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱を行う。 

代替循環冷却系が起動できない場合は，サプレッション・プール水位

が格納容器スプレイ停止水位に到達した場合に，格納容器圧力逃がし

装置により原子炉格納容器内を減圧及び除熱を行う。 

格納容器圧力逃がし装置の格納容器ベントの実施に当たり，弁の駆

動電源がない場合は，現場での手動操作を行う。 

なお，格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベントを実施する場

合は，スクラビング効果が期待できるサプレッション・チェンバを経由

する経路を第一優先とする。 

サプレッション・チェンバ側のベントラインが水没等の理由で使用

できない場合は，ドライウェルを経由する経路を第二優先とする。 

なお，代替循環冷却系により発電用原子炉を冷却する場合は，代替格

納容器スプレイ冷却系と配管を共有しない系統を選択する。 
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1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項

代
替
循
環
冷
却
時
の
留
意
事
項

放
射
線
防
護

代替循環冷却系の運転後，長期にわたる系統廻りの線量低減対策と

して，可搬型代替注水大型ポンプにより系統水を入れ替えることでフ

ラッシングを実施する。

電
源
確
保

全交流動力電源が喪失した場合は，常設代替交流電源設備を用いて

代替循環冷却系へ給電する。 

格
納
容
器
ベ
ン
ト
時
の
留
意
事
項

格
納
容
器
圧
力
逃
が
し
装
置
の

不
活
性
ガ
ス
に
よ
る
系
統
内
の
置
換

格納容器圧力逃がし装置により格納容器ベントを実施中に，排気中

に含まれる可燃性ガスによる爆発を防ぐため，格納容器圧力逃がし装

置の系統内を不活性ガス（窒素）であらかじめ置換する。 

原
子
炉
格
納
容
器
の
負
圧

破
損
の
防
止

格納容器圧力逃がし装置の使用後に格納容器スプレイを実施する場

合は，原子炉格納容器の負圧破損を防止するとともに，原子炉格納容器

内の可燃性ガス濃度を低減するため，可搬型窒素供給装置により原子

炉格納容器内へ不活性ガス（窒素）を供給する。また，サプレッション・

チェンバの圧力が規定の圧力まで低下した場合に，格納容器スプレイ

を停止する。 

放
射
線
防
護

格納容器圧力逃がし装置を使用する場合は，プルームの影響による

被ばくを低減するため，中央制御室待避室へ待避しプラントパラメー

タを継続して監視する。

現場運転員の放射線防護を考慮して，遠隔手動弁を操作するエリア

を二次格納施設外の 又は

に設置する。さらに，格納容器圧力逃がし装置の操作場所であ

る は，必要な要員を収容可能な遮蔽に

囲まれた空間とし，正圧化することにより外気の流入を一定時間遮断

することで被ばくを低減する。 

電
源
確
保

全交流動力電源が喪失した場合は，代替交流電源設備等を用いて格

納容器ベントに必要な電動弁へ給電する。電源が確保できない場合は，

現場において手動で系統構成を行う。  

は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。
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1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項 

作
業
性 

格納容器圧力逃がし装置の隔離弁を遠隔で手動操作する場合は，汎

用電動工具を用いて操作するため，速やかに操作ができるよう操作場

所近傍に配備する。また，作業エリアには蓄電池内蔵型照明を配備す

る。 

燃
料
給
油 

配慮すべき事項は，「1.14 電源の確保に関する手順等」の燃料給油

と同様である。 
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第 10－1 表 重大事故等対策における手順書の概要（9／19） 

1.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手順等 

方
針
目
的 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，ジルコニウム－水反応及び水の放射線分解

等により発生する水素及び酸素が，原子炉格納容器内に放出された場合においても水素爆

発による原子炉格納容器の破損を防止するために必要な原子炉格納容器内の不活性化，格

納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の水素及び酸素の排出，及び原子炉格納容

器内の水素濃度及び酸素濃度の監視を行う手順等を整備する。 

対
応
手
段
等 

原
子
炉
格
納
容
器
内
の 

不
活
性
化 

原子炉格納容器内における水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止す

るため，原子炉運転中における原子炉格納容器内の雰囲気は，不活性ガス（窒

素）で置換することにより不活性化した状態とする。 

可
搬
型
窒
素
供
給
装
置
及
び
格
納
容
器
圧
力
逃
が
し
装
置 

に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
水
素
爆
発
防
止 

原子炉格納容器内に発生する水素及び酸素を以下の手段により抑制又は排

出し，水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止する。 

・可搬型窒素供給装置により不活性ガス（窒素）を原子炉格納容器内へ注入

する。 

・格納容器圧力逃がし装置により排出する。 

原
子
炉
格
納
容
器
内
の 

水
素
濃
度
及
び
酸
素
濃
度
の
監
視

原子炉格納容器内に発生する水素及び酸素の濃度を格納容器内水素濃度（Ｓ

Ａ），格納容器内酸素濃度（ＳＡ）を用いて測定し，監視する。 

全交流動力電源が喪失した場合は，代替交流電源設備から給電されているこ

とを確認後，格納容器内水素濃度（ＳＡ）及び格納容器内酸素濃度（ＳＡ）を用

いて測定し，監視する。 
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1.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項

重
大
事
故
等
時
の
対
応
手
段
の
選
択

原子炉格納容器内の酸素濃度が4.0vol％に到達した場合は，可搬型窒素供給

装置を用いて不活性ガス（窒素）を原子炉格納容器内へ注入する。 

原子炉格納容器内の酸素濃度が4.3vol％に到達した場合は，格納容器圧力逃

がし装置を用いて原子炉格納容器内に滞留している水素及び酸素を排出する。

なお，格納容器圧力逃がし装置を用いて原子炉格納容器内に滞留している水

素及び酸素を排出する場合は，スクラビング効果が期待できるサプレッショ

ン・チェンバを経由する経路を第一優先とする。サプレッション・チェンバ側

のベントラインが水没等の理由で使用できない場合は，ドライウェルを経由す

る経路を第二優先とする。 

原
子
炉
格
納
容
器
内
の
水
素

及
び
酸
素
の
ベ
ン
ト
時
の
留
意
事
項

格納容器圧力逃がし装置を使用する場合は，フィルタ装置水素濃度にて水素

濃度を監視する。また，格納容器圧力逃がし装置を使用する場合は，フィルタ

装置出口放射線モニタの放射線率及び事前にフィルタ装置出口配管表面の放

射線量率と配管内部の放射性物質濃度から算出した換算係数にて放射性物質

濃度を推定し監視する。 

格納容器圧力逃がし装置を使用する場合は，プルームの影響による被ばくを

低減させるため，中央制御室待機室へ待避しプラントパラメータを継続して監

視する。 

現場運転員の放射線防護を考慮して，遠隔手動弁を操作するエリアを二次

格納施設外の 又は に設

置する。さらに，格納容器圧力逃がし装置の操作場所である

は，必要な要員を収容可能な遮蔽に囲まれた空間とし，正圧

化することにより外気の流入を一定時間遮断することで被ばくを低減する。 

配
慮
す
べ
き
事
項

作
業
性

格納容器圧力逃がし装置の隔離弁を遠隔で手動操作する場合は，汎用電動工

具を用いて操作するため，速やかに操作ができるよう操作場所近傍に配備す

る。また，作業エリアには蓄電池内蔵型照明を配備する。 

電
源
確
保

全交流動力電源が喪失した場合は，代替交流電源設備等を用いて原子炉格納容

器内の水素及び酸素の排出に必要な電動弁，格納容器内水素濃度（ＳＡ）及び格

納容器内酸素濃度（ＳＡ）へ給電する。 

は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。
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No. 対応手段 要 員 要員数 想定時間 

1.1 － － － － 

1.2 

現場での手動操作による高圧代替注水系起動 
運転員等 

（中央制御室，現場） 
5 58 分以内 

現場手動操作による原子炉隔離時冷却系起動 
運転員等 

（中央制御室，現場） 
5 125 分以内 

代替交流電源設備による原子炉隔離時冷却系への

給電 

1.14 に記載の［常設代替交流電源設備による

非常用所内電気設備への給電］及び［可搬型

代替交流電源設備による非常用所内電気設備

への給電］と同様 

代替直流電源設備による原子炉隔離時冷却系への

給電 

1.14 に記載の［可搬型代替直流電源設備によ

る非常用所内電気設備への給電］と同様 

1.3 

可搬型代替直流電源設備による逃がし安全弁（自

動減圧機能）開放 

1.14 に記載の［可搬型代替直流電源設備によ

る代替所内電気設備への給電］と同様 

非常用窒素供給系による駆動源確保（非常用窒素

供給系高圧窒素ボンベ切替え） 
運転員等 

（中央制御室，現場） 
3 282 分以内 

非常用逃がし安全弁駆動系による逃がし弁開放

（非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ボンベ切替

え） 

運転員等（現場） 2 120 分以内 

代替直流電源設備による復旧 1.14 に記載の［可搬型代替直流電源設備によ

る非常用所内電気設備への給電］と同様 

代替交流電源設備による復旧 1.14 に記載の［常設代替交流電源設備による

非常用所内電気設備への給電］と同様 

インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時の対応

（中央制御室からの遠隔操作による漏えい箇所の

隔離ができない場合） 

運転員等 

（中央制御室，現場） 
6 300 分以内 

1.4 

低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器

への注水（淡水／海水）（現場操作） 

（代替淡水貯槽から残留熱除去系 C 系配管を使用

した高所東側接続口による原子炉注水の場合） 

運転員等 

（中央制御室，現場） 
6 

215 分以内 

重大事故等対応要員 8 
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No. 対応手段 要 員 要員数 想定時間 

1.4 

低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器

への注水（淡水／海水）（現場操作） 

（西側淡水貯水設備から残留熱除去系 C 系配管を

使用した高所西側接続口による原子炉注水の場

合） 

運転員等 

（中央制御室，現場） 
6 

165 分以内 

重大事故等対応要員 8 

低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器

への注水（淡水／海水）（現場操作） 

（代替淡水貯槽から低圧炉心スプレイ系配管を使

用した原子炉建屋東側接続口による原子炉注水の

場合） 

運転員等 

（中央制御室，現場） 
6 

535 分以内 

重大事故等対応要員 8 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）電源復旧後

の発電用原子炉からの除熱 

運転員等 

（中央制御室，現場） 
6 147 分以内 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）による発電

用原子炉からの除熱 

運転員等 

（中央制御室，現場） 
6 147 分以内 

1.5 

格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内

の減圧及び除熱（現場操作）（格納容器ベント準備：

Ｓ／Ｃ側ベントの場合） 

1.7 と同様 

格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内

の減圧及び除熱（現場操作）（格納容器ベント開始

操作） 

1.7 と同様 

フィルタ装置スクラビング水補給 

（代替淡水貯槽からフィルタ装置スクラビング水

補給ライン接続口を使用したフィルタ装置スクラ

ビング水の補給の場合） 

1.7 と同様 

原子炉格納容器内の不活性ガス（窒素）置換 

（格納容器窒素供給ライン西側接続口を使用した

原子炉格納容器内の不活性ガス（窒素）置換の場

合） 

1.7 と同様 

フィルタ装置内の不活性ガス（窒素）置換 1.7 と同様 

フィルタ装置スクラビング水移送 1.7 と同様 
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No. 対応手段 要 員 要員数 想定時間 

1.5 

フィルタ装置スクラビング水移送 

（代替淡水貯槽からのフィルタ装置スクラビング

水補給ライン接続口を使用したフィルタ装置水張

りの場合） 

1.7 と同様 

耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧

及び除熱（現場操作）（格納容器ベント準備：Ｓ／

Ｃ側ベントの場合） 

運転員等（現場） 3 135 分以内 

耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧

及び除熱（現場操作）（格納容器ベント開始操作） 
運転員等（現場） 3 12 分以内 

1.6 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原

子炉格納容器内へのスプレイ（淡水／海水）（現場

操作）（代替淡水貯槽から残留熱除去系Ｂ系配管

を使用した高所東側接続口による原子炉格納容器

内へのスプレイの場合） 

運転員等 

（中央制御室，現場） 
6 

215 分以内 

重大事故等対応要員 8 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原

子炉格納容器内へのスプレイ（淡水／海水）（現場

操作）（西側淡水貯水設備から残留熱除去系Ｂ系配

管を使用した高所西側接続口による原子炉格納容

器内へのスプレイの場合） 

運転員等 

（中央制御室，現場） 
6 

215 分以内 

重大事故等対応要員 8 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原

子炉格納容器内へのスプレイ（淡水／海水）（現場

操作）（代替淡水貯槽から残留熱除去系Ａ系配管を

使用した原子炉建屋東側接続口による原子炉格納

容器内へのスプレイの場合） 

運転員等（現場） 6 

535 分以内 

重大事故等対応要員 8 

1.7 

格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内

の減圧及び除熱（現場操作）（格納容器ベント準備：

Ｓ／Ｃ側ベントの場合） 

運転員等（現場） 3 130 分以内 

格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内

の減圧及び除熱（現場操作）（格納容器ベント開始

操作） 

重大事故等対応要員 3 30 分以内 

フィルタ装置スクラビング水補給 

（代替淡水貯槽からフィルタ装置スクラビング水

補給ライン接続口を使用したフィルタ装置スクラ

ビング水の補給の場合） 

重大事故等対応要員 8 145 分以内 
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No. 対応手段 要 員 要員数 想定時間 

1.7 

原子炉格納容器内の不活性ガス（窒素）置換 

（格納容器窒素供給ライン西側接続口を使用した

原子炉格納容器内の不活性ガス（窒素）置換の場

合） 

重大事故等対応要員 6 115 分以内 

フィルタ装置内の不活性ガス（窒素）置換 
重大事故等対応要員 6 115 分以内 

フィルタ装置スクラビング水移送 運転員等 

（中央制御室，現場） 
3 

42 分以内 

重大事故等対応要員 2 

フィルタ装置スクラビング水移送 

（代替淡水貯槽からのフィルタ装置スクラビング

水補給ライン接続口を使用したフィルタ装置水張

りの場合） 

重大事故等対応要員 8 145 分以内 

1.8 

格納容器下部注水系（可搬型）によるペデスタル

（ドライウェル部）への注水（淡水／海水） 

（代替淡水貯槽から高所東側接続口を使用したペ

デスタル（ドライウェル部）水位確保の場合） 

運転員等 

（中央制御室） 
1 

215 分以内 

重大事故等対応要員 8 

格納容器下部注水系（可搬型）によるペデスタル

（ドライウェル部）への注水（淡水／海水） 

（西側淡水貯水設備から高所西側接続口を使用し

たペデスタル（ドライウェル部）水位確保の場合） 

運転員等 

（中央制御室） 
1 

140 分以内 

重大事故等対応要員 8 

格納容器下部注水系（可搬型）によるペデスタル

（ドライウェル部）への注水（淡水／海水） 

（代替淡水貯槽から原子炉建屋東側接続口を使用

したペデスタル（ドライウェル部）水位確保の場

合） 

運転員等 

（中央制御室） 
1 

535 分以内 

重大事故等対応要員 8 

低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器

への注水（淡水／海水） 

（代替淡水貯槽から残留熱除去系Ｃ系配管を使用

した高所東側接続口による原子炉圧力容器への注

水の場合） 

運転員等 

（中央制御室） 
1 

215 分以内 

重大事故等対応要員 8 

低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器

への注水（淡水／海水） 

（西側淡水貯水設備から残留熱除去系Ｃ系配管を

使用した高所西側接続口による原子炉圧力容器へ

の注水の場合） 

運転員等 

（中央制御室） 
1 

140 分以内 

重大事故等対応要員 8 
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No. 対応手段 要 員 要員数 想定時間 

1.8 

低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器

への注水（淡水／海水） 

（代替淡水貯槽から低圧炉心スプレイ系配管を使

用した原子炉建屋東側接続口による原子炉圧力容

器への注水の場合） 

運転員等 

（中央制御室） 
1 

535 分以内 

重大事故等対応要員 8 

1.9 

可搬型窒素供給装置による原子炉格納容器内への

窒素供給（格納容器窒素供給ライン西側接続口を

使用した原子炉格納容器（Ｓ／Ｃ側）内へ窒素供

給の場合） 

重大事故等対応要員 6 115 分以内 

代替電源設備により水素爆発による原子炉格納容

器の破損を防止するための設備への給電 

1.14 に記載の［可搬型代替交流電源設備によ

る代替所内電気設備への給電］及び［可搬型

代替直流電源設備による代替所内電気設備へ

の給電］と同様 

代替電源による必要な設備への給電 
1.14 に記載の［可搬型代替交流電源設備によ

る代替所内電気設備への給電］及び［可搬型

代替直流電源設備による代替所内電気設備へ

の給電］と同様 

1.10 

代替電源による必要な設備への給電 
1.14 に記載の［可搬型代替交流電源設備によ

る代替所内電気設備への給電］及び［可搬型

代替直流電源設備による代替所内電気設備へ

の給電］と同様 

1.11 

可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大

型ポンプによる代替燃料プール注水系（注水ライ

ン）を使用した使用済燃料プール注水（淡水／海

水）（現場操作） 

（代替淡水貯槽から高所東側接続口を使用した使

用済燃料プール注水の場合） 

運転員等 

（中央制御室，現場） 
3 

215 分以内 

重大事故等対応要員 8 

可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大

型ポンプによる代替燃料プール注水系（注水ライ

ン）を使用した使用済燃料プール注水（淡水／海

水）（現場操作） 

（西側淡水貯水設備から高所西側接続口を使用し

た使用済燃料プール注水の場合） 

運転員等 

（中央制御室，現場） 
3 

140 分以内 

重大事故等対応要員 8 
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No. 対応手段 要 員 要員数 想定時間 

1.11 

可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大

型ポンプによる代替燃料プール注水系（注水ライ

ン）を使用した使用済燃料プール注水（淡水／海

水）（現場操作） 

（代替淡水貯槽から原子炉建屋東側接続口を使用

した使用済燃料プール注水の場合） 

運転員等 

（中央制御室，現場） 
3 

535 分以内 

重大事故等対応要員 8 

可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大

型ポンプによる代替燃料プール注水系（常設スプ

レイヘッダ）を使用した使用済燃料プールスプレ

イ（淡水／海水）（代替淡水貯槽から高所東側接続

口を使用した使用済燃料プールスプレイの場合） 

運転員等 

（中央制御室） 
1 

215 分以内 

重大事故等対応要員 8 

可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大

型ポンプによる代替燃料プール注水系（常設スプ

レイヘッダ）を使用した使用済燃料プールスプレ

イ（淡水／海水）（西側淡水貯水設備から高所西側

接続口を使用した使用済燃料プールスプレイの場

合） 

運転員等 

（中央制御室） 
1 

140 分以内 

重大事故等対応要員 8 

可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大

型ポンプによる代替燃料プール注水系（常設スプ

レイヘッダ）を使用した使用済燃料プールスプレ

イ（淡水／海水）（代替淡水貯槽から原子炉建屋東

側接続口を使用した使用済燃料プールスプレイの

場合） 

運転員等 

（中央制御室） 
1 

535 分以内 

重大事故等対応要員 8 

可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール

注水系（可搬型スプレイノズル）を使用した使用

済燃料プールスプレイ（淡水／海水）（代替淡水貯

槽から原子炉建屋廃棄物処理棟東側扉を使用した

使用済燃料プールスプレイの場合） 

運転員等 

（中央制御室） 
1 

435 分以内 

重大事故等対応要員 8 

可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール

注水系（可搬型スプレイノズル）を使用した使用

済燃料プールスプレイ（淡水／海水）（代替淡水貯

槽から原子炉建屋原子炉棟大物搬入口を使用した

使用済燃料プールスプレイの場合） 

運転員等 

（中央制御室） 
1 

370 分以内 

重大事故等対応要員 8 

大気への放射性物質の拡散抑制 1.12 と同様 

代替電源による給電 1.14 と同様 
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No. 対応手段 要 員 要員数 想定時間 

1.12 

可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）及び放水砲

による大気への放射性物質の拡散抑制 
重大事故等対応要員 8 145 分以内 

汚濁防止膜による海洋への放射性物質の拡散抑制 

重大事故等対応要員 9 360 分以内 

可搬型代替注水大型ポンプ（放水用），放水砲，泡

混合器及び泡消火薬剤容器（大型ポンプ用）によ

る航空機燃料火災への泡消火 

重大事故等対応要員 8 145 分以内 

1.13 

代替淡水貯槽を水源とした可搬型代替注水大型ポ

ンプによる送水 

（可搬型代替注水大型ポンプによる代替淡水貯槽

から原子炉建屋東側接続口への送水） 

重大事故等対応要員 8 535 分以内 

西側淡水貯水設備を水源とした可搬型代替注水中

型ポンプによる送水 

（可搬型代替注水中型ポンプによる西側淡水貯水

設備から原子炉建屋東側接続口への送水） 

重大事故等対応要員 8 320 分以内 

海を水源とした可搬型代替注水大型ポンプによる

送水 

（可搬型代替注水大型ポンプによる海水取水箇所

（ＳＡ用海水ピット）から原子炉建屋東側接続口

への送水） 

重大事故等対応要員 8 370 分以内 

海を水源とした可搬型代替注水大型ポンプによる

送水 

（可搬型代替注水大型ポンプによる海水取水箇所

（ＳＡ用海水ピット）から原子炉建屋西側接続口

への送水） 

重大事故等対応要員 8 290 分以内 

海を水源とした可搬型代替注水大型ポンプによる

送水 

（可搬型代替注水大型ポンプによる海水取水箇所

（ＳＡ用海水ピット）から高所東側接続口への送

水） 

重大事故等対応要員 8 220 分以内 

海を水源とした可搬型代替注水大型ポンプによる

送水 

（可搬型代替注水大型ポンプによる海水取水箇所

（ＳＡ用海水ピット）から高所西側接続口への送

水） 

重大事故等対応要員 8 225 分以内 
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No. 対応手段 要 員 要員数 想定時間 

1.13 

代替淡水貯槽を水源とした可搬型代替注水大型ポ

ンプによる送水 

（可搬型代替注水大型ポンプによる代替淡水貯槽

からフィルタ装置スクラビング水補給ライン接続

口への送水） 

重大事故等対応要員 8 145 分以内 

西側淡水貯水設備を水源とした可搬型代替注水中

型ポンプによる送水 

（可搬型代替注水中型ポンプによる西側淡水貯水

設備からフィルタ装置スクラビング水補給ライン

接続口への送水） 

重大事故等対応要員 8 130 分以内 

西側淡水貯水設備を水源とした可搬型代替注水中

型ポンプによる代替淡水貯槽への補給 

（可搬型代替注水中型ポンプによる西側淡水貯水

設備から代替淡水貯槽への補給） 

運転員等 

（中央制御室） 
1 

160 分以内 

重大事故等対応要員 8 

海を水源とした可搬型代替注水中型ポンプ又は可

搬型代替注水大型ポンプによる代替淡水貯槽への

補給 

（可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水

大型ポンプによる海水取水箇所（ＳＡ用海水ピッ

ト）から代替淡水貯槽への補給） 

運転員等 

（中央制御室） 
1 

160 分以内 

重大事故等対応要員 8 

代替淡水貯槽を水源とした可搬型代替注水大型ポ

ンプによる西側淡水貯水設備への補給 

（可搬型代替注水大型ポンプによる代替淡水貯槽

から西側淡水貯水設備への補給） 

運転員等 

（中央制御室） 
1 

165 分以内 

重大事故等対応要員 8 

海を水源とした可搬型代替注水大型ポンプによる

西側淡水貯水設備への補給 

（可搬型代替注水大型ポンプによる海水取水箇所

（ＳＡ用海水ピット）から西側淡水貯水設備への

送水） 

運転員等 

（中央制御室） 
1 

220 分以内 

重大事故等対応要員 8 

1.14 

常設代替交流電源設備による非常用所内電気設備

への給電 

運転員等 

（中央制御室，現場） 
3 92 分以内 

可搬型代替直流電源設備による非常用所内電気設

備への給電 

運転員等 

（中央制御室，現場） 
2 

230 分以内 

重大事故等対応要員 6 
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No. 対応手段 要 員 要員数 想定時間 

1.14 

可搬型代替交流電源設備による代替所内電気設備

への給電 

運転員等 

（中央制御室，現場） 
3 

160 分以内 

重大事故等対応要員 6 

可搬型代替直流電源設備による代替所内電気設備

への給電 

運転員等 

（中央制御室，現場） 
2 

230 分以内 

重大事故等対応要員 6 

可搬型設備用軽油タンクからのタンクローリへの

給油（初回） 
重大事故等対応要員 2 90 分以内 

可搬型設備用軽油タンクからのタンクローリへの

給油（2回目以降） 
重大事故等対応要員 2 50 分以内 

タンクローリから各機器への給油 
重大事故等対応要員 2 30 分以内 

1.15 
可搬型計測器による計測 

重大事故等対応要員 2 63 分以内 

1.16 

チェンジングエリアの設置及び運用手順 
重大事故等対応要員 2 170 分以内 

原子炉建屋ガス処理系による運転員等の被ばく防

止手順（現場での原子炉建屋外側ブローアウトパ

ネル部閉止手順） 

重大事故等対応要員 2 
40 分以内 

（1枚） 

1.17 

可搬型モニタリング・ポストによる放射線量の測

定及び代替測定 
重大事故等対応要員 2 475 分以内 

可搬型放射能測定装置による空気中の放射性物質

の濃度の代替測定 
重大事故等対応要員 2 110 分以内 

可搬型放射能測定装置による空気中の放射性物質

の濃度の測定 
重大事故等対応要員 2 110 分以内 

可搬型放射能測定装置による水中の放射性物質の

濃度の測定 
重大事故等対応要員 2 90 分以内 

可搬型放射能測定装置による土壌中の放射性物質

の濃度の測定 
重大事故等対応要員 2 100 分以内 

海上モニタリング 
重大事故等対応要員 4 290 分以内 

モニタリング・ポストのバックグラウンド低減対

策 
重大事故等対応要員 2 185 分以内 
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No. 対応手段 要 員 要員数 想定時間 

1.17 

可搬型モニタリング・ポストのバックグラウンド

低減対策 
重大事故等対応要員 2 300 分以内 

放射性物質の濃度の測定時のバックグラウンド低

減対策 
重大事故等対応要員 2 30 分以内 

可搬型気象観測設備による気象観測項目の代替測

定 
重大事故等対応要員 2 80 分以内 

1.18 

緊急時対策所立ち上げの手順 

（緊急時対策所非常用換気設備の運転） 災害対策要員 1 5 分以内 

緊急時対策所立ち上げの手順 

（緊急時対策所エリアモニタの設置） 
重大事故等対応要員 1 10 分以内 

可搬型モニタリング・ポストによる放射線量の測

定 
1.17 と同様 

重大事故等が発生した場合の放射線防護等に関す

る手順等（緊急時対策所加圧設備による空気供給

準備手順） 

災害対策要員 2 65 分以内 

重大事故等が発生した場合の放射線防護等に関す

る手順等（緊急時対策所加圧設備への切り替え準

備手順） 

災害対策要員 1 

5 分以内 

重大事故等対応要員 1 

放射線防護に関する手順等（緊急時対策所非常用

換気設備から緊急時対策所加圧設備への切替え手

順） 

災害対策要員 1 5 分以内 

放射線防護に関する手順等（緊急時対策所加圧設

備から緊急時対策所非常用換気設備への切替え手

順） 

災害対策要員 1 67 分以内 

必要な数の要員の収容に係る手順等 

（チェンジングエリアの設置及び運用手順） 
重大事故等対応要員 2 20 分以内 

必要な数の要員の収容に係る手順等 

（緊急時対策所非常用換気設備の切替え手順） 
災害対策要員 1 5 分以内 

代替電源設備からの給電手順（緊急時対策所用発

電機による給電【常用電源設備又は自動起動する

緊急時対策所用発電機による給電を確認する手順

の判断基準】） 

災害対策要員 1 3 分以内 

代替電源設備からの給電手順（緊急時対策所用発

電機による給電【緊急時対策所用発電機の手動起

動手順の判断基準】） 

災害対策要員 1 10 分以内 
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No. 対応手段 要 員 要員数 想定時間 

1.19 

代替電源設備から給電する手順等 

 

1.14 に記載の［常設代替交流電源設備による

非常用所内電気設備への給電］及び［可搬型

代替交流電源設備による非常用所内電気設備

への給電］と同様 

1.18 に記載の［緊急時対策所用発電機による

給電］と同様 

 

 



 

－ 20 － 

別紙 3 

第 10－3 表 事故対処するために必要な施設 

「高圧・低圧注水機能喪失」（2／2） 

操作及び確認 
重大事故等対処設備 

常設設備 可搬型設備 計装設備 
格納容器圧力逃がし装置

等による格納容器除熱 
格納容器圧力逃が

し装置 
耐圧強化ベント系 
 

－ 

ドライウェル圧力 
サプレッション・チェンバ

圧力 
サプレッション・プール水

位 
格納容器雰囲気放射線モ

ニタ（Ｄ／Ｗ） 
格納容器雰囲気放射線モ

ニタ（Ｓ／Ｃ） 

フィルタ装置圧力 
フィルタ装置出口放射線

モニタ（高レンジ・低レン

ジ） 
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第 10－3 表 事故対処するために必要な施設 

「崩壊熱除去機能喪失（残留熱除去系が故障した場合）」（2／2） 

操作及び確認 
重大事故等対処設備 

常設設備 可搬型設備 計装設備 
格納容器圧力逃がし装置

等による格納容器除熱 
格納容器圧力逃が

し装置 
耐圧強化ベント系 
 

－ 

ドライウェル圧力 
サプレッション・チェンバ

圧力 
サプレッション・プール水

位 
格納容器雰囲気放射線モ

ニタ（Ｄ／Ｗ） 
格納容器雰囲気放射線モ

ニタ（Ｓ／Ｃ） 

フィルタ装置圧力 
フィルタ装置出口放射線

モニタ（高レンジ・低レン

ジ） 
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第 10－3 表 事故対処するために必要な施設 

「ＬＯＣＡ時注水機能喪失」（2／2） 

操作及び確認 
重大事故等対処設備 

常設設備 可搬型設備 計装設備 
格納容器圧力逃がし装置

等による格納容器除熱 
格納容器圧力逃が

し装置 
耐圧強化ベント系 
 

－ 

ドライウェル圧力 
サプレッション・チェンバ

圧力 
サプレッション・プール水

位 
格納容器雰囲気放射線モ

ニタ（Ｄ／Ｗ） 
格納容器雰囲気放射線モ

ニタ（Ｓ／Ｃ） 

フィルタ装置圧力 
フィルタ装置出口放射線

モニタ（高レンジ・低レン

ジ） 
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別紙 4 

第 10-4 表 特定重大事故等対処施設による対応の手順書の概要（1／12） 

ａ．特定重大事故等対処施設の準備操作の手順 

は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。
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第 10-4 表 特定重大事故等対処施設による対応の手順書の概要（2／12） 

ｂ．原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作の手順 

は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。
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第 10-4 表 特定重大事故等対処施設による対応の手順書の概要（3／12） 

ｃ．炉内の溶融炉心の冷却の手順 

は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。
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第 10-4 表 特定重大事故等対処施設による対応の手順書の概要（4／12） 

ｄ．原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却の手順 

は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。
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第 10-4 表 特定重大事故等対処施設による対応の手順書の概要（5／12） 

ｅ．格納容器内の冷却・減圧・放射性物質低減の手順 

は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。
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第 10-4 表 特定重大事故等対処施設による対応の手順書の概要（6／12） 

ｆ．原子炉格納容器の過圧破損防止の手順 

は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。
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ｆ．原子炉格納容器の過圧破損防止の手順 

は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。
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第 10-4 表 特定重大事故等対処施設による対応の手順書の概要（7／12） 

ｇ．水素爆発による原子炉格納容器の破損防止の手順 

は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。



－ 31 － 

ｇ．水素爆発による原子炉格納容器の破損防止の手順 

は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。
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第 10-4 表 特定重大事故等対処施設による対応の手順書の概要（8／12） 

ｈ． の居住性に関する手順 

は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。
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ｈ． の居住性に関する手順 

は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。



－ 34 － 

第 10-4 表 特定重大事故等対処施設による対応の手順書の概要（9／12） 

ｉ．電源設備の手順 

は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。
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第 10-4 表 特定重大事故等対処施設による対応の手順書の概要（10／12） 

ｊ．計装設備の手順 

は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。
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第 10-4 表 特定重大事故等対処施設による対応の手順書の概要（11／12） 

ｋ．通信連絡設備の手順 

は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。
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第 10-4 表 特定重大事故等対処施設による対応の手順書の概要（12／12） 

ｌ．原子炉格納容器を長期的に安定状態に維持するための手順 

は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類三の一部補正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁を

示す。 

 

3－1 

添付書類三を以下のとおり補正する。 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

* 3－1 上 2～ 

上 3 

本変更に係る特定重

大事故等対処施設及び

所内常設直流電源設備

（３系統目）の設置工

事に要する資金は，合

計約 610 億円である。 

本変更に係る特定重

大事故等対処施設及び

所内常設直流電源設備

（３系統目）の設置並

びに重大事故等対処施

設他の変更に伴い東海

第二発電所発電用原子

炉設置変更許可申請書

（発電用原子炉施設の

変更）（平成 30 年 9 月

26 日 付け原 規規 発第

1809264 号をもって設置

変更許可）の添付書類

三に記載される資金に

加えて必要となる資金

は，合計約 610 億円であ

る。 

*** 3－1 

 

 本変更に係る重大事

故等対処施設他の設置

工事に要する資金は，

（記載の削除） 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁を

示す。 

 

3－2 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

東海第二発電所発電用

原子炉設置変更許可申

請書（発電用原子炉施

設の変更）（平成30年 9

月 26 日付け原規規発第

1809264 号をもって設置

変更許可）の添付書類

三に記載される資金に

含まれる。なお，同資

金 の 総 額 に 変 更 は な

い。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類五の一部補正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁を

示す。 

5－1 

添付書類五を以下のとおり補正する。 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

** 5－3 下 5～

下 3 

** 5－5～ 

5－6 

上 4～

下 9 

（記載の変更） 別紙 5－1 に変更する。 

** 5－7 上 11 …において，約54年に及

ぶ運転並びに… 

…において，約55年に及

ぶ運転並びに… 

** 5－14 上 3～

上 5 

** 5－17 （記載の変更） 別紙 5－2 に変更する。 



5－2 

別紙5－1 

2. 技術者の確保 

 (1) 技術者数 

令和 3 年 5 月 1 日現在，本店及び東海第二発電所の技術者（業務出向者

は除く。）数は，547 名であり，そのうち，10 年以上の経験年数を有する

管理職が 193 名在籍している。また，東海第二発電所における技術者の人

数は 318 名である。 

 (2) 有資格者数 

令和 3 年 5 月 1 日現在，本店及び東海第二発電所の有資格者の人数は，

次のとおりであり，そのうち，東海第二発電所における有資格者の人数を

括弧書きで示す。 

 

原子炉主任技術者             30 名（6 名） 

第１種放射線取扱主任者          91 名（23 名） 

第１種ボイラー・タービン主任技術者    17 名（12 名） 

第１種電気主任技術者           8 名（3 名） 

運転責任者として原子力規制委員会が定める 

基準に適合した者             10 名（10 名） 

 

また，本変更にあたっては，自然災害や重大事故等発生時の対応として

アクセスルートの確保で重機を扱うこととしており，大型自動車等の資格

を有する技術者も確保している。 

なお，特定重大事故等対処施設を運用する上で必要となる特殊な資格は

ない。 

本店及び東海第二発電所の技術者並びに事業を行うために必要な資格名



5－3 

とそれらの有資格者の人数を第 1 表に示す。現在，確保している技術者数

にて本変更に係る設計及び運転等の対応が可能であるが，今後とも設計及

び運転等を適切に行い，安全を確保し，円滑かつ確実な業務遂行を図るた

め，採用を通じ技術者を確保し，必要な教育及び訓練を行い継続的に育成

し，各工程において必要な技術者及び有資格者を配置する。 

本店の各実施部門においては，各専門分野を産業界全体の最高レベルに

到達させるため，自らの知識取得に取り組むとともに，発電所への指導・

助言（オーバーサイト）を行う。これにより，発電所における目標に対す

るギャップを把握し，また解決すべき課題の抽出を行い，これらを協働で

解決することにより世界最高水準のパフォーマンス，技術力を発揮するこ

とを目指している。 

  



5－4 

別紙 5－2 

第 1 表 本店及び東海第二発電所の技術者及び有資格者の人数 

（令和 3 年 5 月 1 日現在） 

 

技術者

の総人

数 

技術者

のうち

管理職

の人数

※１ 

技術者のうち有資格者の人数 

原子炉

主任技

術者有

資格者

の人数 

第１種 

ﾎﾞｲﾗｰ･ﾀ

ｰﾋﾞﾝ主

任技術

者有資

格者の

人数 

第１種 

電気主

任技術

者有資

格者の

人数 

第１種

放射線

取扱主

任者有

資格者

の人数

運転責

任者の

基準に

適合し

た者の

人数 

本

店 

発電 

管理室 105 
39 

（39）
12 2 1 35 0 

開発 

計画室  51  
31 

（23）
2 1 2 8 0 

その他 

各室  73  
41 

（38）
10 2 2 25 0 

東海第二 

発電所※２ 318※３ 
97※３ 

(93) 
6 12 3 23 10 

※1 （ ）内は，管理職のうち，技術者としての経験年数が 10 年以上の人数を示す。 

※2 東海第二発電所の人数には，東海発電所専任の者は含まない。 

※3 東海第二発電所の技術者については，運転に必要な要員（重大事故等発生時に継続

して対応可能な要員を含む。）を平成 30 年 9 月 26 日付け原規規発第 1809264 号に

て許可を得た設置許可の運用開始時期までに主に本店より技術者を異動させる等の

方策により確保する計画である。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類六の一部補正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁を

示す。 

 

6－1－1 

添付書類六 1 章を以下のとおり補正する。 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

* 6－1－1 

 

上 1 

の前 

（記載の追加） 別紙 6－1－1 を追加す

る。 

* 6－1－7～ 

* 6－1－8 

下 1 

～上 2 

…られるが， 粘土状

破 砕 部 は 認 め ら れ な

い 。この癒着して固

結した面構造について

は，走向，傾斜に系統

性は認められない。 

…られるが，連続して

おらず，粘土状破砕部

は認められない（第 1.5

－ 17 図 ， 第 1.5 － 18

図）。  

* 6－1－22 下 4～

下 3 

…直接または杭を… …直接又は杭を… 

** 6－1－2 

 

 

上 13 

 

 

…直接 十分な… 

 

 

…直接又は所定の強度

を有する人工岩盤を介

して十分な… 

** 6－1－2 下 11 …支持される… …支持させる… 

** 6－1－2 

 

 

下 11 と

下 10 の

間 

（記載の追加） 

 

 

別紙 6－1－2 を追加す

る。 

 

** 6－1－2～ 

6－1－3 

下 6～ 

上 6 

（記載の変更） 

 

 

別紙 6－1－3 に変更す

る。 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁を

示す。 

6－1－2 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

** 6－1－3 上 9～

上 10 

（記載の変更） 別紙 6－1－4 に変更す

る。 

** 6－1－3 上 13～

下 12 

…第 1.7－22 図に地質断

面図を，第 1.7－23 図に

… 

…第 1.7－23 図に地質断

面図を，第 1.7－24 図に

… 

** 6－1－3 下 11～

下 9 

…また，

の直上及び側方に

配置するＡＰＣ防護版

及 び Ｍ Ｍ Ｒ に つ い て

は，設計基準強度に… 

…また，

については，柱

梁をビーム要素，壁部

材を平面要素にてモデ

ル化した。

なお，施設の周囲に

配置するＡＰＣ防護版

及び人工岩盤について

は，設計基準強度に… 

** 6－1－4 上 7 と 

上 8 の

間 

（記載の追加） 

の基礎地盤の最小すべ

り安全率は 4.5 である。

また，岩盤傾斜に沿

った最小すべり安全率

は 4.2 であり，いずれも

評価基準値 1.5 を上回っ



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁を

示す。 

 

6－1－3 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

   ている。 

** 6－1－4 

 

 

上 13～

下 12 

 

…一覧表を第 1.7－24 図

及び第 1.7－25 図に示

す。 

…一覧表を第 1.7－25 図

及び第 1.7－26 図に示

す。 

** 6－1－4 

 

下 11～

下 3 

（記載の変更） 

 

別紙 6－1－5 に変更す

る。 

** 6－1－5 

 

 

上 2～ 

上 4 

 

…ＮＳ断面で

 である。基礎底面両

端の最大鉛直相対変位

及び最大傾斜を第 1.7－

14 表に示す。… 

…ＮＳ断面で 1／5,025，

の最

大傾斜は 1／2,129 であ

る。基礎底面両端の最大

鉛直相対変位及び最大傾

斜を第 1.7－17 表に示

す。… 

** 6－1－5 

 

下 1 

 

…最大傾斜は

であり，… 

…最大傾斜は 1／6,651 で

あり，… 

** 6－1－6 

 

上 3 

 

…の算定結果を第 1.7－

15 表に示す。 

…の算定結果を第 1.7－

18 表に示す。 

** 6－1－6 

 

上 10 …である。  …である。

の周辺斜面を第 1.7－



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁を

示す。 

6－1－4 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

27 図に示す。 

** 6-1-6 下 9～

下 8 

…選定した。 代表斜

面の選定結果を第 1. 7 

－26 図に示す。 

…選定した。

の代表斜面

の選定結果を第 1.7－28

図に示す。 

** 6－1－6 下 4 …しなかった。 …しなかった。

の周辺斜

面における安定性につ

いて第 1.7－29 図に補足

する。 

** 6－1－6 下 3 …を第 1.7－27 図に示

す。 

…を第 1.7－30 図に示

す。 

** 6－1－7 上 5～

上 6 

…第 1.7－28 図に地質断

面図を，第 1.7－29 図に

… 

…第 1.7－31 図に地質断

面図を，第 1.7－32 図に

… 

** 6－1－7 下 3～

下 2 

…を第 1.7－30 図及び第

1.7－31 図に示す。 

…を第 1.7－33 図及び第

1.7－34 図に示す。 

* 6－1－41 と

6－1－42 の間 

（記載の追加） 別紙 6－1－6 を追加す

る。 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁を

示す。 

 

6－1－5 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

* 6－1－42～ 

6－1－44 

 （記載の変更） 別紙 6－1－7 に変更す

る。 

** 6－1－9～ 

6－1－15 

 （記載の変更） 別紙 6－1－8 に変更す

る。 

** 6－1－17～

6－1－24 

 （記載の変更） 

 

別紙 6－1－9 に変更す

る。 

** 6－1－24 と

 6－1－25 の間

 （記載の追加） 

 

別紙 6－1－10 を追加す

る。 

** 6－1－25～

6－1－29 

 （記載の変更） 

 

別紙 6－1－11 に変更す

る。 

** 6－1－29 と

6－1－30 の間 

 （記載の追加） 

 

別紙 6－1－12 を追加す

る。 

** 6－1－30～

6－1－32 

 （記載の変更） 

 

別紙 6－1－13 に変更す

る。 

** 6－1－32 と

6－1－33 の間 

 （記載の追加） 

 

別紙 6－1－14 を追加す

る。 

** 6－1－33～

6－1－45 

 （記載の変更） 別紙 6－1－15 に変更す

る。 

** 6－1－46～

6－1－48 

 （記載の変更） 別紙 6－1－16 に変更す

る。 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁を

示す。 

 

6－1－6 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

** 6－1－50 と

6-1-51 の間 

 

 

（記載の追加） 

 

別紙 6－1－17 を追加す

る。 

** 6－1－53 と

6－1－54 の間 

 

 

（記載の追加） 別紙 6－1－18 を追加す

る。 

** 6－1－54  （記載の変更） 別紙 6－1－19 に変更す

る。 

* 6－1－91～ 

6－1－97 

 （記載の変更） 別紙 6－1－20 に変更す

る。 

** 6－1－55～

6－1－56 

 （記載の変更） 別紙 6－1－21 に変更す

る。 

* 6－1－100～

6－1－103 

 （記載の変更） 

 

別紙 6－1－22 に変更す

る。 

 



6－1－7 

別紙6－1－1 

1.5 敷地の地質・地質構造 

1.5.1 調査内容 

  敷地の地質・地質構造を把握するため，文献調査，変動地形学的調査，地

球物理学的調査，地表地質調査，ボーリング調査，火山灰分析及び微化石分

析を実施した。調査位置図を第 1.5－1 図に示す。 

 

1.5.1.1 文献調査 

  敷地の地形及び地質構造に関する主要な文献としては，地質調査所発行の

「地域地質研究報告（5万分の1図幅）」のうち，「那珂湊」（1972）（１），

「20 万分の 1 地質図幅－水戸（第 2 版）」（2001）（８），活断層研究会編の

「新編 日本の活断層」（1991）（２５），地質調査所発行の「50 万分の 1 活

構造図－新潟」（1984）（２７）及び今泉他編の「活断層詳細デジタルマップ

［新編］」（2018）（３０）等がある。 

 

1.5.1.2 敷地の地質・地質構造調査 

  文献調査の結果を踏まえ，敷地の範囲において，変動地形学的調査，地球

物理学的調査，地表地質調査，ボーリング調査等，火山灰分析及び微化石分

析を実施した。 

  変動地形学的調査としては，国土地理院等で撮影された主に縮尺 2 万分の

1 の空中写真，米軍により撮影された縮尺 4 万分の 1 の空中写真及び国土地

理院発行の縮尺 5 万分の 1，2 万 5 千分の 1 の地形図等を使用して空中写真

判読を行った。 

  地球物理学的調査としては，敷地の地質・地質構造を把握するため，反射

法地震探査を第 1.5－1 図に示す位置で 3 測線，延長約 4,250m で実施した。 



6－1－8 

  探査は，10m 間隔で地震計 3 個を接続した受振器を設けて，中型バイブレ

ーター及び油圧インパクターによる振動を測定した。 

  地表地質調査としては，変動地形学的調査に使用した空中写真，地形図及

び変動地形学的調査結果を使用して，詳細な地表地質調査を実施した。 

  敷地の地質・地質構造について直接資料を得るとともに，基礎地盤の地

質・地質構造及び工学的性質を把握するため，第 1.5－1 図に示す位置でボ

ーリングによる調査を実施した。 

  ボーリング調査は，敷地内全域にわたり原則として 160m～200m の格子間

隔で実施した。ボーリングの深度は，最大約 1,000m であり，実施した孔数

は鉛直ボーリング 364 孔，斜めボーリング 8 孔，掘削延長約 23,100m であ

る。 

  掘削孔径は 66mm～156mm で，ロータリー型ボーリング・マシンを使用し，

原則としてオール・コア・ボーリングで実施した。 

  採取したボーリング・コアについて地質の分布，岩質等の詳細な観察を行

い，地質柱状図を作成した。また，コア観察及び反射法地震探査の結果（第

1.5－2 図）から地質断面図を作成し，敷地の地質・地質構造について検討

を行った。 

  また，基礎岩盤の走向，傾斜，節理等を確認するため，第 1.5－1 図に示

す位置でボアホールテレビによる調査を実施した。 

  調査は 30 孔で実施し，総延長は約 4,500m である。 

  久米層の地質構造を把握するため，久米層に認められる凝灰岩について，

火山ガラス及び重鉱物の粒子組成分析並びに火山ガラスの屈折率測定を実施

した。 

  微化石分析としては，採取したボーリング・コアについて地質年代を把握

するため，石灰質ナンノ化石分析を実施した。 



6－1－9 

1.5.2 調査結果 

1.5.2.1 敷地の地形 

  敷地は，久慈川河口の南側で那珂台地東端の太平洋に面しており，海岸砂

丘に覆われている。 

  敷地の大部分は，標高約 8m でほぼ平坦な面を呈しており，敷地の西部に

は標高約 20m で平坦な面が分布する。 

  文献調査及び空中写真判読の結果，敷地及び敷地近傍に地すべり地形及び

リニアメントは認められない（第 1.5－3 図）。 

 

1.5.2.2 敷地の地質 

  地表地質調査結果，ボーリング調査結果等から作成した地質平面図を第

1.5－4 図に，地質断面図を第 1.5－5 図に示す。また，地質層序表を第 1.5

－1 表に，久米層の岩相区分を第 1.5－2 表に示す。 

  敷地には，下位より先白亜系の日立古生層（日立変成岩類），白亜系の

那珂湊層群，新第三系鮮新統の離山層，新第三系鮮新統～第四系下部更新

統の久米層，更新統の東茨城層群，段丘堆積物，第四系完新統の沖積層及

び砂丘砂層がそれぞれ分布している。 

  各地層の概要は，以下のとおりである。 

 (1) 先新第三系 

  ａ．日立古生層（日立変成岩類） 

    非変成の硬質な砂岩，泥岩，礫岩からなる。また，礫岩の礫は円礫で，

花崗岩，石灰岩等の礫が含まれる。石灰岩礫にはサンゴ化石，ウミユリ

化石等が含まれる。岩相の類似性から日立古生層（日立変成岩類）に対

比される。 
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  ｂ．那珂湊層群 

    角礫を含む礫岩，砂岩，泥岩からなる。硬質である。 

    微化石分析により得られた石灰質ナンノ化石帯は，Sissingh（1977）

（１２２），Perch Nielsen（1985）（１２３）によれば CC21-26 帯（約 70Ma）で

あることから，白亜紀最末期の地層と判断される（第 1.5－6 図）。 

 (2) 新第三系 

  ａ．離 山 層 

    固結度の高い泥岩を主とし，凝灰岩及び軽石を多く含む。 

  ｂ．久 米 層 

    久米層は，敷地全域にわたって分布し，標高－400m 付近まで分布し

ていることを確認している。本層は，軽石凝灰岩及び細粒凝灰岩を挟む

暗オリーブ灰色を呈する砂質泥岩を主とする。標高約－250m～約－350m

には砂岩層を頻繁に挟み，砂岩と砂質泥岩の互層としてほぼ水平に連続

している。また，本層中には，流動状の堆積構造あるいは偽礫，異種礫，

貝殻片を含む礫岩が認められる。これらは，下位の久米層を侵食して緩

く谷状に連続している。 

    本層の地質年代は，柳沢他（1989）（６０）によれば鮮新統とされてお

り，また，微化石分析により得られた石灰質ナンノ化石帯は，Sato et 

al（1998）（１２４），納谷他（2013）（１２５）によれば，最下部が CN11b 帯

（約 4Ma），最上部が CN12c 帯（約 2.4Ma）であることから，前期鮮新

世の後期から前期更新世の初期の間に連続的に堆積した地層であると判

断される（第 1.5－6 図）。 

    なお，上位の段丘堆積物等とは不整合関係にある。 

 (3) 第 四 系 

  ａ．東茨城層群 
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    敷地の西部には，段丘堆積物が分布し，標高約 20m の平坦な面を形成

しており，その段丘堆積物の下位に東茨城層群が分布する。 

    この東茨城層群を構成する堆積物は，暗灰色～褐色を呈する砂及びシ

ルト層と灰褐色～青灰色を呈する砂礫層からなり，層厚は 25m 程度でほ

ぼ水平に分布している。 

  ｂ．段丘堆積物 

    敷地には，段丘堆積物が広く分布しており，沖積層等に覆われて平坦

な面を形成している。 

    この段丘を構成する堆積物は，主に黄褐色～青灰色を呈する砂礫，砂

及び一部シルトからなり，層厚は約 5m～約 15m でほぼ水平に分布して

いる。 

    本層は，分布標高から異なる時代の 2 つの段丘堆積物（Ｄ１，Ｄ２層）

に区分される。 

    なお，Ｄ１層は敷地周辺陸域のＭ２段丘堆積物と分布が連続しており，

その上位には厚さ約 2m～約 3m の風化火山灰層が分布する。風化火山灰

層には，層厚 20cm 程度の赤城鹿沼テフラ（約 4.5 万年前以前；町田・

新井（2003）（７２）等）及び微量の赤城水沼 1 テフラ（約 6.0 万年前～約

5.5 万年前；町田・新井（2003）（７２）等）が含まれる。 

    Ｄ２層は，分布標高及び年代測定結果から敷地周辺のＬ１段丘堆積物

に対比される。 

  ｃ．沖 積 層 

    沖積層は，ほぼ敷地全域にわたって分布する。本層は，主として暗青

灰色～灰褐色を呈する粘土，砂及び灰褐色～黄褐色を呈する礫混じり砂

からなり，その層厚は敷地の大部分では約 3m～約 10m であるが，敷地

北部では旧久慈川の河食崖により層厚を増し，敷地北東部で最大約 60m
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である。 

  ｄ．砂丘砂層 

    砂丘砂層は，敷地を広く覆って分布する。本層は，灰褐色～黄灰色を

呈する細粒砂～中粒砂からなり，その層厚は約 5m～約 8m である。 

 

1.5.2.3 敷地の地質構造 

  ボーリング調査等の結果によると，久米層中には，流動状の堆積構造ある

いは偽礫，異種礫，貝殻片を含む礫岩が認められる。これらは下位の久米層

を侵食して緩く谷状に連続していることから，久米層堆積期に形成された海

底谷等の侵食谷の谷底に堆積したものと判断される（第 1.5－7 図，第 1.5

－8 図）。葉理等の傾斜は反射断面の傾斜と調和的であるが，一部で傾向の

異なる部分が認められる（第 1.5－9 図）。これらは半固結及び未固結の久

米層が侵食谷の上流から運搬され流動変形した見かけの傾斜である可能性が

考えられる。 

  久米層中には，火山灰層及び軽石層や凝灰質泥岩層などの岩相が特徴的な

地層が分布しており，これらの地層について層相，粒子組成，火山ガラスの

形態等の類似性について検討した結果，側方に広がりを持って連続する地層

であることが確認された（第 1.5－10 図，第 1.5－11 図，第 1.5－12 図）。

なお，これらの鍵層について，火山灰分析を実施し，対比の妥当性について

確認した（第 1.5－13 図）。また，東海第二発電所の敷地で確認された鍵層

について，隣接する国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の敷地で確認

された鍵層と対比を行った結果，3 層の鍵層が概ね水平に連続して分布して

いることを確認した（第 1.5－14 図）。 

  上述の侵食谷と岩相及び鍵層の連続性ならびに反射パターンの特徴と整合

がとれるようユニット区分を行った（第 1.5－5図，第 1.5－15 図，第 1.5－
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16 図）。これらのユニットには概ね水平な鍵層が複数分布している。鍵層

は侵食を受けているため敷地全域に連続するものではないが，その上位又は

下位のユニットの鍵層がお互いを補完しながら側方に広がっていることから，

久米層は敷地全域にわたって水平性を有していると判断される。 

  また，久米層中には癒着して固結した面構造が認められるが，連続してお

らず，粘土状破砕部は認められない（第 1.5－17 図，第 1.5－18 図）。   

   

1.5.2.4 総合評価 

  文献調査及び空中写真判読の結果，敷地及び敷地近傍には地すべり地形及

びリニアメントは認められない。また，ボーリング調査等の結果，久米層に

は断層を示唆する系統的な不連続や累積的な変位・変形は認められない。 

  以上のことから，敷地には「将来活動する可能性のある断層等」は認めら

れない。 
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別紙 6－1－2 

また，必要に応じて，所定の強度を有する地盤改良体を設置するこ

と等により，岩盤に十分な支持性能を確保する対策を講ずる設計方針

とする。 

特定重大事故等対処施設（一の施設）は，豊浦標準砂の液状化強度

特性により強制的に液状化させることを仮定した場合においても，構

造成立性が確保される設計方針とする。また，液状化を仮定した地盤

変状を考慮した場合においても，特定重大事故等対処施設（一の施

設）の安全機能が損なわれないよう，所定の強度を有する地盤改良体

を設置することで地盤変状に抵抗する等，適切な対策を講ずる設計方

針とする。 
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(b) 評価対象断面 

特定重大事故等対処施設（一の施設）は，直接又は所定の強度を有 

する人工岩盤を介して十分な支持性能を有する岩盤（久米層）に支持

される設計方針であり，支持形式は同一である。よって，特定重大事

故等対処施設（一の施設）の基礎地盤安定性評価の代表施設の選定に

あたっては，第 1.7－21 図に示す選定フローに基づき，重量と地質条

件に着目して安定性評価結果が相対的に厳しいと想定される施設を抽

出した。これらの代表施設における基礎地盤安定性評価により，特定

重大事故等対処施設（一の施設）の基礎地盤の安定性を包括的に確認

する。 

その結果，代表施設として

を選定した。代表施設の選定結果を第 1.7－13 表に示す。さらに，

選定した代表施設について，その他の影響要因を考慮した上で，代表

施設としての妥当性を確認した結果を第 1.7－14 表に示す。 

においては直交する 2 断面を，

においては直交する 2 断面のうち，岩盤傾斜方向の 1 断面を解析断

面として選定した。代表施設の解析断面位置を第 1.7－22 図に示す。 
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(d) 解析用物性値の設定 

地盤物性については，「1.7.1.1(1)ａ．(d)解析用物性値の設定」の

記載に同じ。 

また，特定重大事故等対処施設（一の施設）の周囲に計画している

地盤改良体及び人工岩盤の解析用物性値を第 1.7－15 表に示す。 

なお，地盤改良体及び人工岩盤については，設計用一軸圧縮強さ及

び各所試験に基づき物性値を設定しており，設計及び工事計画の認可

段階に品質管理方針を示した上で，所定の物性値が確保されているこ

とを施工時の品質管理で確認する。 
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 (b) 基礎地盤の支持力に対する安全性 

支持力の評価方法については，「1.7.1.1(1)ｂ．(b)基礎地盤の支

持力に対する安全性」の記載に同じ。 

の地震時最大鉛直力度は，ＥＷ断面で 0.82N／mm２，

ＮＳ断面で 0.80N／mm２である。 の地震時最大鉛直

力度は 1.06N／mm２である。一方，評価基準値となる

の極限支持力度は，ＥＷ断面で 6.2N／mm２，ＮＳ断面で 6.1N／mm２，

の極限支持力度は 4.0N／mm２であることから，基礎

地盤は十分な支持性能を有している。基礎地盤の支持力の評価結果を

第 1.7－16 表に示す。 

以上のことから，基礎地盤は十分な支持性能を有している。 
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第1.6－1表（1） 鉛直ボーリングによる久米層のボーリング・コア採取率 

及びＲ．Ｑ．Ｄ．一覧表 

ボーリング孔名 
掘削深度 

（m） 
地層名 

平均採取率 

（％） 

平均Ｒ．Ｑ．Ｄ． 

（％） 

Ａ－３ 237.00 久米層 100 100.0 

Ｂ－３ 424.00 久米層 100 100.0 

Ｃ－１ 219.00 久米層 100 100.0 

Ｃ－２ 411.00 久米層 100 100.0 

Ｃ－３ 408.00 久米層 100 100.0 

Ｃ－４ 411.00 久米層 100 99.8 

Ｃ－５ 221.00 久米層 100 100.0 

Ｃ－６ 221.00 久米層 100 100.0 

Ｃ－７ 219.00 久米層 100 99.8 

Ｄ－３ 408.00 久米層 100 99.9 

Ｅ－３ 218.00 久米層 100 100.0 

Ｅ－５ 108.00 久米層 100 100.0 

Ｅ－６ 108.00 久米層 100 100.0 

Ｅ－７ 108.00 久米層 100 100.0 

Ｆ－３ 217.00 久米層 100 100.0 

Ｆ－５ 108.00 久米層 100 100.0 

Ｇ－８ 214.00 久米層 100 100.0 

ａ 122.00 久米層 100 100.0 

ｂ 121.00 久米層 100 100.0 

ｃ 121.00 久米層 100 100.0 

d 118.00 久米層 100 100.0 

Ｔ－１ 223.00 久米層 99.5 96.4 

Ｔ－２ 80.00 久米層 100 97.9 

Ｔ－３ 211.00 久米層 100 98.6 

Ｔ－４ 211.00 久米層 99.9 97.3 

別紙 6－1－6
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第 1.6－1 表（2） 鉛直ボーリングによる久米層のボーリング・コア採取率 

及びＲ．Ｑ．Ｄ．一覧表 

ボーリング孔名 
掘削深度 

（m） 
地層名 

平均採取率 

（％） 

平均Ｒ．Ｑ．Ｄ． 

（％） 

Ｔ－５ 209.00 久米層 100 93.1 

ＴＴ－１ 105.00 久米層 100 93.5 

ＴＴ－１（別孔） 35.00 久米層 100 89.8 

ＴＴ－２ 106.00 久米層 97.7 94.7 

ＴＴ－２（別孔） 38.00 久米層 100 95.6 

平 均 99.9 98.5 
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）
該

当
す

る
影

響
要

因
接

地
面

積
（
m

２
）

単
位

面
積

あ
た

り
の

重
量

（
kN

/
m

２
）

埋
込

み
深

さ
（
m

）
選

定
結

果

直
接

岩
盤

で
支

持
す

る
施

設

原
子

炉
建

屋
1,

9
33

,0
0

0
最

大
重

量
4

,4
8

0
43

0
2

5
.0

原
子

炉
建

屋
は

，
直

接
岩

着
で

支
持

す
る

施
設

の
う

ち
最

大
重

量
で

あ
り

，
か

つ
埋

込
み

深
さ

が

相
対

的
に

浅
い

こ
と

か
ら

，
す

べ
り

安
全

率
評

価
等

が
厳

し
く

な
る

と
判

断
し

，
代

表
施

設
と

す
る

。

常
設

代
替

高
圧

電
源

装
置

置
場

1,
5

23
,0

0
0

2
,5

9
0

59
0

3
5

.0
原

子
炉

建
屋

よ
り

重
量

が
軽

く
，

埋
込

み
深

さ
も

深
い

た
め

，
原

子
炉

建
屋

の
評

価
で

包
含

さ
れ

る
。

1,
0

39
,0

0
0

2
,0

1
0

51
7

2
8

.8

防
潮

堤
（
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー

ト
防

潮
壁

）
[北

側
]

5
97

,0
0

0
①

，
②

2
9

0
2

,0
6

0
5

9
.5

防
潮

堤
の

う
ち

防
潮

堤
（
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー

ト
防

潮
壁

）
[北

側
]は

，
埋

込
み

深
さ

は
深

い
が

，
単

位
面

積
あ

た
り

の
重

量
が

最
も

重
く
，

さ
ら

に
沖

積
粘

性
土

（
A

c
層

）
が

厚
く

分
布

し
て

い
る

こ
と

か
ら

，
支

持

力
評

価
等

が
厳

し
く
な

る
こ

と
を

考
慮

し
，

代
表

施
設

と
す

る
。

防
潮

堤
（
鋼

製
防

護
壁

）
[北

側
]

3
84

,0
0

0
①

，
②

2
4

0
1

,6
0

0
5

9
.5

防
潮

堤
の

う
ち

，
防

潮
堤

（
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー

ト
防

潮
壁

）
[北

側
]以

外
の

他
の

区
分

に
つ

い
て

は
，

単
位

面
積

あ
た

り
の

重
量

が
相

対
的

に
軽

く
，

他
の

影
響

要
因

に
つ

い
て

も
防

潮
堤

（
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー

ト
防

潮
壁

）
[北

側
]の

条
件

に
包

含
さ

れ
る

こ
と

か
ら

，
防

潮
堤

（
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー

ト
防

潮
壁

）
[北

側
]

の
評

価
に

包
含

さ
れ

る
。

防
潮

堤
（
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー

ト
防

潮
壁

）
[南

側
]

5
05

,0
0

0
①

3
1

0
1

,6
3

0
3

0
.0

防
潮

堤
（
鋼

製
防

護
壁

）
[南

側
]

3
49

,0
0

0
①

2
4

0
1

,4
5

0
5

3
.0

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

防
潮

壁
（
放

水
路

エ
リ

ア
）

5
00

,0
0

0
①

，
②

4
6

0
1

,0
9

0
6

8
.5

接
地

面
積

が
小

さ
く
，

沖
積

粘
性

土
（

A
c
層

）
が

厚
く
分

布
し

て
い

る
が

，
同

条
件

で
さ

ら
に

単
位

面
積

あ
た

り
の

重
量

が
重

い
防

潮
堤

（
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー

ト
防

潮
壁

）
[北

側
]の

評
価

で
包

含
さ

れ
る

。

代
替

淡
水

貯
槽

1
90

,0
0

0
4

5
0

42
0

3
0

.0

代
表

施
設

と
比

較
し

，
著

し
く
重

量
が

小
さ

い
た

め
，

原
子

炉
建

屋
及

び
防

潮
堤

（
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー

ト

防
潮

壁
）
[北

側
]の

評
価

に
包

含
さ

れ
る

。

緊
急

用
海

水
ポ

ン
プ

ピ
ッ

ト
1

20
,0

0
0

1
4

0
86

0
3

4
.0

S
A

用
海

水
ピ

ッ
ト

94
,0

0
0

1
5

0
63

0
3

4
.0

常
設

代
替

高
圧

電
源

装
置

用
カ

ル
バ

ー
ト

85
,0

0
0

6
4

0
13

0
1

9
.0

27
,5

0
0

7
2

0
38

0
22

.3
 /

 2
3

.1

S
A

用
海

水
ピ

ッ
ト

取
水

塔
17

,0
0

0
3

0
57

0
2

1
.0

10
,3

0
0

2
2

0
47

0
2

2
.4

緊
急

用
海

水
取

水
管

8
,0

0
0

3
3

0
2

0
3

1
.5

海
水

引
込

み
管

7
,0

0
0

3
0

0
2

0
1

7
.6

影
響

要
因

①
：
深

部
で

岩
着

し
接

地
面

積
が

小
さ

い
，

影
響

要
因

②
：沖

積
粘

性
土

（A
c層

）の
分

布
※

基
本

設
計

段
階

の
情

報
に

基
づ

く

：
追

加
で

考
慮

し
た

安
定

性
評

価
へ

の
影

響
要

因

※ ※ ※※ ※ ※ ※ ※ ※ ※※※※※※ ※

※ ※ ※※ ※ ※ ※ ※ ※ ※※※※※※ ※

※ ※ ※※ ※ ※ ※ ※ ※ ※※※※※※ ※
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第
1
.
7
－

2
表

（
2
）

 
代

表
施

設
選

定
の

妥
当

性
検

討
結

果
（

耐
震

重
要

施
設

及
び

常
設

重
大

事
故

等
対

処
施

設
）
（

２
）

 

          

 
 

基
礎

形
式

対
象

施
設

施
設

の
重

量
（
kN

）
該

当
す

る
影

響
要

因
杭

の
本

数
（
本

）
杭

径
（
m

）

単
位

面
積

あ
た

り
の

重
量

（
kN

/
m

２
）

杭
の

間
隔

（
m

）
選

定
結

果

杭
を

介
し

て
岩

盤
で

支
持

す
る

施
設

緊
急

時
対

策
所

建
屋

3
9

9,
00

0
最

大
重

量
8

8
1

.0
5

,7
7

0
2

.0
～

5.
0

緊
急

時
対

策
所

建
屋

は
，

杭
を

介
し

て
岩

盤
で

支
持

す
る

施
設

の
う

ち
最

大
重

量
で

あ
る

こ
と

か
ら

，
す

べ
り

安
全

率
評

価
等

が
厳

し
く

な
る

と
判

断
し

，
代

表
施

設
と

す
る

。

取
水

構
造

物
2

4
8,

00
0

③
，

④
10

1
1.

01
6

3
,0

3
0

4
.0

～
8.

4

取
水

構
造

物
は

，
支

持
岩

盤
が

傾
斜

し
て

お
り

，
沖

積
粘

性
土

（
A

c
層

）
が

厚
く
分

布
し

て

い
る

施
設

で
あ

り
，

さ
ら

に
杭

の
間

隔
が

相
対

的
に

広
い

こ
と

か
ら

，
支

持
力

評
価

等
が

厳
し

く
な

る
と

判
断

し
，

代
表

施
設

と
す

る
。

使
用

済
燃

料
乾

式
貯

蔵
建

屋
2

4
5,

00
0

③
43

5
0.

81
3

1
,0

8
0

2
.1

～
2.

6

支
持

岩
盤

が
傾

斜
し

て
い

る
が

，
同

条
件

で
，

さ
ら

に
沖

積
粘

性
土

（
A

c
層

）
が

厚
く
分

布

し
て

い
る

取
水

構
造

物
の

評
価

に
包

含
さ

れ
る

。
ま

た
，

他
の

施
設

と
比

較
し

，
杭

の
本

数
が

多
く
，

間
隔

も
狭

い
こ

と
か

ら
，

安
定

性
は

高
い

と
判

断
さ

れ
る

。

防
潮

堤
（
鋼

管
杭

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

防
潮

壁
）

5
9,

00
0

③
，

④
5

2
.5

2
,4

0
0

2
.3

，
2.

8

代
表

施
設

と
比

較
し

，
著

し
く
重

量
が

小
さ

い
た

め
，

緊
急

時
対

策
所

建
屋

及
び

取
水

構

造
物

の
評

価
に

包
含

さ
れ

る
。

貯
留

堰
2

2,
00

0
③

，
④

4
7

2
.0

1
5

0
2.

2

可
搬

型
設

備
用

軽
油

タ
ン

ク
基

礎
（
西

側
）
（
南

側
）

1
9,

00
0

2
1

0
.6

3
,2

0
0

1
.9

，
6.

6

排
気

筒
1

6,
00

0
2

4
1

.0
8

5
0

1
.0

～
1

0.
8

緊
急

時
対

策
所

用
発

電
機

燃
料

油
貯

蔵
タ

ン
ク

基
礎

（
Ａ

，
Ｂ

）
9,

00
0

6
1

.0
1

,9
1

0
5

.0
，

5.
9

屋
外

二
重

管
7,

00
0

③
，

④
3

2
2

.5
4

0
10

.0
～

1
2.

0 影
響

要
因

③
：
支

持
岩

盤
の

傾
斜

，
影

響
要

因
④

：沖
積

粘
性

土
（
A

c層
）の

分
布

※
基

本
設

計
段

階
の

情
報

に
基

づ
く

：
追

加
で

考
慮

し
た

安
定

性
評

価
へ

の
影

響
要

因

※ ※ ※ ※ ※※

※ ※ ※ ※※

※ ※ ※ ※ ※※

※ ※ ※ ※ ※※
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第
1
.
7
－

5
表

 
解

析
用

地
盤

物
性

値
一

覧
表

（
地

盤
改

良
体

）
（

耐
震

重
要

施
設

及
び

常
設

重
大

事
故

等
対

処
施

設
）

 

 

  

項
目

地
盤

改
良

体
（

セ
メ

ン
ト

混
合

系
）

設
定

根
拠

Ａ
：

緊
急

時
対

策
所

建
屋

Ｂ
：

取
水

構
造

物

物 理 特 性

密
度

ρ
t
(
g
/
c
m
3
)

改
良

対
象

の
原

地
盤

の
平

均
密

度
×

1
.
1

改
良

対
象

の
原

地
盤

の
平

均
密

度
×

1
.
1

既
設

改
良

体
の

コ
ア

に
よ

る
密

度
試

験
に

基
づ

き
係

数
（

×
1
.
1
）

を
設

定

静 的 変 形 特 性

静
弾

性
係

数
（

N
/
m
m
2
）

5
8
1

5
8
1

既
設

改
良

体
を

模
擬

し
た

再
構

成
試

料
に

よ
る

一
軸

圧
縮

試
験

に
基

づ
き

設
定

動 的 変 形 特 性

初
期

せ
ん

断
剛

性
G
0
（

N
/
m
m
2
）

G
0
=
 
ρ

t
/
 
1
0
0
0
 
×

V
s
2

V
s
 
=
 
1
4
7
.
6
 
×

q
u
0
.
4
1
7
（

m
/
s
）

q
u
=
 
5
1
.
0
（

k
g
f
/
c
m
2
）

q
u
：

設
計

用
一

軸
圧

縮
強

さ

G
0
=
 
ρ

t
/
 
1
0
0
0
 
×

V
s
2

V
s
 =
 
1
4
7
.
6
 
×

q
u
0
.
4
1
7
（

m
/
s
）

q
u
=
 
4
0
.
8
（

k
g
f
/
c
m
2
）

q
u
：

設
計

用
一

軸
圧

縮
強

さ

文
献

(
※

)
よ

り
「

一
軸

圧
縮

強
さ

q
u
～

せ
ん

断
波

速
度

V
s
」

の
関

係
式

を
引

用
し

設
定

動
ポ

ア
ソ

ン
比

ν
d

0
.
4
3
1

0
.
4
3
1

既
設

改
良

体
の

P
S
検

層
に

基
づ

き
設

定

動
せ

ん
断

弾
性

係
数

の
ひ

ず
み

依
存

性
G
/
G
0
～

γ

既
設

改
良

体
を

模
擬

し
た

再
構

成
試

料
に

よ
る

動
的

変
形

試
験

に
基

づ
き

，
H
-
D
モ

デ
ル

に
て

設
定

減
衰

定
数

h
～

γ
既

設
改

良
体

を
模

擬
し

た
再

構
成

試
料

に
よ

る
動

的
変

形
試

験
に

基
づ

き
，

H
-
D
モ

デ
ル

に
て

設
定

強 度 特 性

ピ
ー

ク
強

度
C
u
(
N
/
m
m
2
)

1
.
4
4
 
P
 
+
 
1
.
7
6

1
.
4
4
 
P
 
+
 
1
.
7
6

既
設

改
良

体
を

模
擬

し
た

再
構

成
試

料
に

よ
る

三
軸

圧
縮

試
験

（
C
U
条

件
）

に
基

づ
き

設
定

残
留

強
度

τ
0
(
N
/
m
m
2
)

1
.
4
4
 
P
 
+
 
0
.
8
0
8

1
.
4
4
 
P
 
+
 
0
.
8
0
8

（
※
）
：
地
盤
工
学
へ
の
物
理
探
査
技
術
の
適
用
と
事
例
（
地
盤
工
学
会
，
20
0
1）

，
わ
か
り
や
す
い
土
木
技
術

ジ
ェ
ッ
ト
グ
ラ
ウ
ト
工
法
（
鹿
島
出
版
社

柴
崎
ら
，
19
83
）

γ
/
0
.
0
0
0
5
3
7

1

1
G
/
G

0

γ
/
0
.
0
0
0
5
3
7

1

1
G
/
G

0

γ
/
0
.
0
0
0
5
3
7

1γ
/
0
.
0
0
0
5
3
7

0
.
1
5
2

h
γ

/
0
.
0
0
0
5
3
7

1γ
/
0
.
0
0
0
5
3
7

0
.
1
5
2

h
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1
3
表

 
基

礎
地

盤
の

代
表

施
設

選
定

結
果

（
特

定
重

大
事

故
等

対
処

施
設

（
一

の
施

設
）
）

代
表

施
設

１

代
表

施
設

２

は
，
営

業
秘

密
又

は
防

護
上

の
観

点
か

ら
公

開
で

き
ま

せ
ん

。
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.
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1
4
表

 
代

表
施

設
選

定
の

妥
当

性
検

討
結

果
（

特
定

重
大

事
故

等
対

処
施

設
（

一
の

施
設

）
）

 

は
，
営

業
秘

密
又

は
防

護
上

の
観

点
か

ら
公

開
で

き
ま

せ
ん

。
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第
1
.
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1
5
表

（
1
）

 
解

析
用

地
盤

物
性

値
一

覧
表

（
地

盤
改

良
体

）
（

特
定

重
大

事
故

等
対

処
施

設
（

一
の

施
設

）
）
（

1
）

 

 

 
 

項
目

地
盤

改
良

体
（
セ

メ
ン

ト
混

合
系

）

設
定

根
拠

砂
礫

系
の

原
地

盤
粘

性
土

系
の

原
地

盤

物 理 特 性

密
度

ρ
t(
g
/
c
m

3
)

改
良

対
象

の
原

地
盤

の
平

均
密

度
×

1
.1

既
設

改
良

体
の

コ
ア

に
よ

る
密

度
試

験
に

基
づ

き
係

数
（
×

1
.1

）
を

設
定

静 的 変 形 特 性

静
弾

性
係

数
（
N

/
m

m
2
）

5
8
1

既
設

改
良

体
を

模
擬

し
た

再
構

成
試

料
に

よ
る

一
軸

圧
縮

試
験

に
基

づ
き

設
定

動 的 変 形 特 性

初
期

せ
ん

断
剛

性
G

0
（
N

/
m

m
2
）

G
0
=
 ρ

t
/
 1

0
0
0
 ×

V
s

2

V
s
 =

 1
4
7
.6

 ×
q

u
0
.4

1
7
（
m

/
s
）

q
u
=
 3

0
.6

（
k
g
f/

c
m

2
）

q
u
：
設

計
用

一
軸

圧
縮

強
さ

G
0
=
 ρ

t
/
 1

0
0
0
 ×

V
s

2

V
s
 =

 1
4
7
.6

 ×
q

u
0
.4

1
7
（
m

/
s
）

q
u
=
 1

0
.2

（
k
g
f/

c
m

2
）

q
u
：
設

計
用

一
軸

圧
縮

強
さ

文
献

(※
) よ

り
「
一

軸
圧

縮
強

さ
q

u
～

せ
ん

断
波

速
度

V
s」

の
関

係
式

を
引

用
し

設
定

動
ポ

ア
ソ

ン
比

ν
d

0
.4

3
1

既
設

改
良

体
の

P
S
検

層
に

基
づ

き
設

定

動
せ

ん
断

弾
性

係
数

の
ひ

ず
み

依
存

性
G

/
G

0
～

γ

既
設

改
良

体
を

模
擬

し
た

再
構

成
試

料
に

よ
る

動
的

変
形

試
験

に
基

づ
き

，
H

-
D

モ
デ

ル
に

て
設

定

減
衰

定
数

h
～

γ
既

設
改

良
体

を
模

擬
し

た
再

構
成

試
料

に
よ

る
動

的
変

形
試

験
に

基
づ

き
，

H
-
D

モ
デ

ル
に

て
設

定

強 度 特 性

ピ
ー

ク
強

度
C

u
(N

/
m

m
2
)

1
.4

4
 P

 +
 1

.7
6

既
設

改
良

体
を

模
擬

し
た

再
構

成
試

料
に

よ
る

三
軸

圧
縮

試
験

（
C

U
条

件
）
に

基
づ

き
設

定
残

留
強

度
τ

0
(N

/
m

m
2
)

1
.4

4
 P

 +
 0

.8
0
8

（
※

）
：
地

盤
工

学
へ

の
物

理
探

査
技

術
の

適
用

と
事

例
（
地

盤
工

学
会

，
20
01

）
，

わ
か

り
や

す
い

土
木

技
術

ジ
ェ

ッ
ト

グ
ラ

ウ
ト

工
法

（
鹿

島
出

版
社

柴
崎

ら
，
19
83

）

    =
1

1+ 0.0005
37

 
 =0.1

52 0.0005
37

 1+ 0.0005
37

 

は
，
営

業
秘

密
又

は
防

護
上

の
観

点
か

ら
公

開
で

き
ま

せ
ん

。
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第
1
.
7
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1
5
表

（
2
）

 
解

析
用

地
盤

物
性

値
一

覧
表

（
人

工
岩

盤
）
（

特
定

重
大

事
故

等
対

処
施

設
（

一
の

施
設

）
）
（

2
）
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第
1
.
7
－

1
6
表

（
1
）

 
基

礎
地

盤
の

支
持

力
評

価
結

果
（

特
定

重
大

事
故

等
対

処
施

設
（

一
の

施
設

）
）
（

1
）

 

  

 
 

は
，

営
業

秘
密

又
は

防
護

上
の

観
点

か
ら

公
開

で
き

ま
せ

ん
。

評
価

対
象

断
面

及
び

地
震

動
評

価
基

準
値

（
N

/
m

m
2
）

地
震

時
最

大
鉛

直
力

度
（
N

/
m

m
2
）

S
s-

D
1

S
s-

1
1

S
s-

1
2

S
s-

1
3

S
s-

1
4

S
s-

2
1

S
s-

2
2

S
s-

3
1

E
W

断
面

6
.2

0
.8

2
（
逆

，
逆

）
〔
4
4
.3

1
〕

0
.7

4
〔
2
4
.6

7
〕

0
.7

5
〔
2
9
.5

5
〕

0
.7

4
〔
2
6
.7

7
〕

0
.7

2
〔
2
9
.7

5
〕

0
.7

6
〔
6
6
.2

6
〕

0
.8

1
〔
6
9
.4

3
〕

0
.7

0
（
逆

，
正

）
〔
7
.9

4
〕

N
S
断

面
6
.1

0
.7

9
（
逆

，
逆

）
〔
4
4
.3

1
〕

0
.7

3
〔
2
4
.6

6
〕

0
.7

3
〔
2
9
.5

5
〕

0
.7

3
〔
2
6
.7

8
〕

0
.7

1
〔
2
9
.7

5
〕

0
.7

9
〔
6
6
.2

6
〕

0
.8

0
〔
6
9
.4

3
〕

0
.6

8
（
正

，
正

）
〔
7
.9

4
〕

※
は

，
地

震
時

最
大

鉛
直

力
度

の
最

大
値

を
示

す
。

※
 〔

〕
は

，
発

生
時

刻
（
秒

）
を

示
す

。
※

 S
s-

D
1
は

水
平

・鉛
直

反
転

を
考

慮
し

，
（正

，
正

），
（
正

，
逆

），
（
逆

，
正

），
（
逆

，
逆

）の
組

合
せ

の
う

ち
最

大
と

な
る

地
震

時
最

大
鉛

直
力

度
を

記
載

。

※
 S

s-
3
1
は

水
平

反
転

を
考

慮
し

，
（正

，
正

），
（逆

，
正

）の
組

合
せ

の
う

ち
最

大
と

な
る

地
震

時
最

大
鉛

直
力

度
を

記
載

。

別紙 6－1－7 
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第
1
.
7
－

1
6
表

（
2
）

 
基

礎
地

盤
の

支
持

力
評

価
結

果
（

特
定

重
大

事
故

等
対

処
施

設
（

一
の

施
設

）
）
（

2
）

 

  

 
 

は
，

営
業

秘
密

又
は

防
護

上
の

観
点

か
ら

公
開

で
き

ま
せ

ん
。

評
価

対
象

断
面

及
び

地
震

動
評

価
基

準
値

（
N

/
m

m
2
）

地
震

時
最

大
鉛

直
力

度
（N

/m
m

2
）

S
s-

D
1

S
s-

1
1

S
s-

1
2

S
s-

1
3

S
s-

1
4

S
s-

2
1

S
s-

2
2

S
s-

3
1

4
.0

1
.0

5
（
正

，
逆

）
〔
2
6
.8

7
〕

0
.8

7
〔
2
5
.4

1
〕

0
.9

3
〔
3
1
.5

9
〕

0
.8

9
〔
2
8
.8

0
〕

0
.8

6
〔
2
9
.7

6
〕

1
.0

5
〔
6
6
.2

7
〕

1
.0

6
〔
6
7
.1

7
〕

1
.0

1
（
正

，
正

）
〔
8
.6

7
〕

※
は

，
地

震
時

最
大

鉛
直

力
度

の
最

大
値

を
示

す
。

※
〔

〕
は

，
発

生
時

刻
（
秒

）を
示

す
。

※
Ss
-D
1は

水
平

・
鉛

直
反

転
を

考
慮

し
，

（正
，

正
）
，

（正
，

逆
），

（逆
，

正
），

（逆
，

逆
）の

組
合

せ
の

う
ち

最
大

と
な

る
地

震
時

最
大

鉛
直

力
度

を
記

載
。

※
Ss
-3
1は

水
平

反
転

を
考

慮
し

，
（
正

，
正

），
（
逆

，
正

）の
組

合
せ

の
う

ち
最

大
と

な
る

地
震

時
最

大
鉛

直
力

度
を

記
載

。
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1
.
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1
7
表

（
1
）

 
基

礎
地

盤
の

最
大

鉛
直

相
対

変
位

及
び

最
大

傾
斜

（
特

定
重

大
事

故
等

対
処

施
設

（
一

の
施

設
）
）
（

1
）

 

 

 
 

は
，

営
業

秘
密

又
は

防
護

上
の

観
点

か
ら

公
開

で
き

ま
せ

ん
。

※
は

，
最

大
相

対
変

位
及

び
最

大
傾

斜
の

最
大

値
を

示
す

。
※

〔
〕
は

，
発

生
時

刻
（
秒

）
を

示
す

。

※
Ss
-D
1は

水
平

・
鉛

直
反

転
を

考
慮

し
，

（正
，

正
）
，

（正
，

逆
），

（逆
，

正
），

（逆
，

逆
）の

組
合

せ
の

う
ち

最
大

と
な

る
最

大
相

対
変

位
及

び
最

大
傾

斜
を

記
載

。

※
Ss
-3
1は

水
平

反
転

を
考

慮
し

，
（
正

，
正

），
（
逆

，
正

）の
組

合
せ

の
う

ち
最

大
と

な
る

最
大

相
対

変
位

及
び

最
大

傾
斜

を
記

載
。

評
価

対
象

断
面

及
び

地
震

動
最

大
傾

斜
の

許
容

値
の

目
安

上
段

：
最

大
相

対
変

位
（c

m
）
，

下
段

：
最

大
傾

斜

S
s-

D
1

S
s-

1
1

S
s-

1
2

S
s-

1
3

S
s-

1
4

S
s-

2
1

S
s-

2
2

S
s-

3
1

E
W

断
面

1
/
2
,0

0
0

0
.8

4
（
逆

，
正

）
〔
5
3
.8

2
〕

0
.2

0
〔
2
4
.1

3
〕

0
.3

1
〔
2
7
.9

5
〕

0
.2

8
〔
2
5
.1

8
〕

0
.2

1
〔
2
8
.7

8
〕

0
.3

2
〔
6
9
.5

7
〕

0
.5

2
〔
7
2
.9

8
〕

1
.0

2
（
正

，
正

）
〔
8
.6

3
〕

1
／

6
,0

8
1

1
／

2
5
,9

5
7

1
／

1
6
,7

0
7

1
／

1
7
,9

6
7

1
／

2
3
,9

1
9

1
／

1
5
,9

5
5

1
／

9
,7

5
6

1
／

5
,0

0
0

N
S
断

面
1
/
2
,0

0
0

0
.9

1
（
正

，
正

）
〔
5
3
.8

3
〕

0
.2

4
〔
2
6
.8

9
〕

0
.3

6
〔
3
1
.5

6
〕

0
.3

5
〔
3
0
.0

1
〕

0
.3

0
〔
3
1
.6

3
〕

0
.6

8
〔
6
1
.9

0
〕

0
.6

3
〔
7
4
.1

8
〕

0
.9

8
（
正

，
正

）
〔
8
.6

4
〕

1
／

5
,4

0
2

1
／

2
0
,6

3
4

1
／

1
3
,6

6
7

1
／

1
4
,0

6
1

1
／

1
6
,4

8
5

1
／

7
,1

8
6

1
／

7
,8

1
9

1
／

5
,0

2
5
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 第
1
.
7
－

1
7
表

（
2
）

 
基

礎
地

盤
の

最
大

鉛
直

相
対

変
位

及
び

最
大

傾
斜

（
特

定
重

大
事

故
等

対
処

施
設

（
一

の
施

設
）
）
（

2
）

 

 

 
 

は
，

営
業

秘
密

又
は

防
護

上
の

観
点

か
ら

公
開

で
き

ま
せ

ん
。

※
は

，
最

大
相

対
変

位
及

び
最

大
傾

斜
の

最
大

値
を

示
す

。
※

〔
〕
は

，
発

生
時

刻
（
秒

）を
示

す
。

※
Ss
-D
1は

水
平

・
鉛

直
反

転
を

考
慮

し
，

（正
，

正
）
，

（正
，

逆
），

（逆
，

正
），

（逆
，

逆
）の

組
合

せ
の

う
ち

最
大

と
な

る
最

大
相

対
変

位
及

び
最

大
傾

斜
を

記
載

。

※
Ss
-3
1は

水
平

反
転

を
考

慮
し

，
（
正

，
正

），
（
逆

，
正

）の
組

合
せ

の
う

ち
最

大
と

な
る

最
大

相
対

変
位

及
び

最
大

傾
斜

を
記

載
。

評
価

対
象

断
面

及
び

地
震

動
最

大
傾

斜
の

許
容

値
の

目
安

上
段

：
最

大
相

対
変

位
（c

m
）
，

下
段

：
最

大
傾

斜

S
s-

D
1

S
s-

1
1

S
s-

1
2

S
s-

1
3

S
s-

1
4

S
s-

2
1

S
s-

2
2

S
s-

3
1

1
/
2
,0

0
0

1
.0

5
（
逆

，
正

）
〔
5
3
.8

8
〕

0
.2

8
〔
2
5
.6

2
〕

0
.4

8
〔
3
1
.6

2
〕

0
.4

6
〔
3
0
.0

7
〕

0
.3

5
〔
3
1
.6

8
〕

0
.9

0
〔
6
6
.8

2
〕

0
.8

6
〔
7
3
.0

2
〕

1
.3

2
（
正

，
正

）
〔
8
.6

8
〕

1
／

2
,6

6
6

1
／

9
,9

6
9

1
／

5
,8

4
9

1
／

6
,1

1
0

1
／

8
,0

0
8

1
／

3
,1

1
5

1
／

3
,2

6
5

1
／

2
,1

2
9
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1
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表

 
地

殻
変

動
に

よ
る

基
礎

地
盤

の
傾

斜
（

特
定

重
大

事
故

等
対

処
施

設
（

一
の

施
設

）
）

 

 ※
1
「

茨
城

県
沖

か
ら

房
総

沖
に

想
定

す
る

津
波

波
源

」
に

対
応

す
る

地
震

動
は

策
定

し
て

い
な

い
こ

と
か

ら
，

 

 
 

同
じ

プ
レ

ー
ト

境
界

地
震

で
，

地
震

規
模

が
よ

り
大

き
な

「
東

北
地

方
太

平
洋

沖
型

の
地

震
」

を
足

し
合

わ
せ

た
。

 

※
2
 
各

地
殻

変
動

解
析

パ
ラ

メ
ー

タ
ス

タ
デ

ィ
ケ

ー
ス

の
う

ち
，

よ
り

大
き

な
傾

斜
を

採
用

し
た

。
 

 

 

【
】

 

Ｆ
１

断
層

～
 

北
方

陸
域

の
断

層
～

 

塩
ノ

平
地

震
断

層
の

同
時

活
動

 

東
北

地
方

太
平

洋
沖

型
の

地
震

 
茨

城
県

沖
か

ら
房

総
沖

に
 

想
定

す
る

津
波

波
源

 

①
地

殻
変

動
に

よ
る

最
大

傾
斜

 

傾
斜

角
4
5
°

 

ケ
ー

ス
 

傾
斜

角
6
0
°

 

ケ
ー

ス
 

最
大

水
位

上
昇

 

ケ
ー

ス
 

最
大

水
位

下
降

 

ケ
ー

ス
 

最
大

水
位

上
昇

 

ケ
ー

ス
 

最
大

水
位

下
降

 

ケ
ー

ス
 

1
／

1
8
0
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第1.5－1図 調査位置図

は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。

敷地全体の調査内容
・ボーリング調査

全372孔 ，合計約23,100m
上記のうち7孔，計約1,100mを追加実施

・ボアホールテレビ調査
全30孔 ，合計約4,500m
上記のうち7孔，計約1,100mを追加実施

・反射法地震探査
3測線 合計約4,250m
受振器：速度型地震計（3個グループ）
受振間隔：10m
震源：
（中型バイブレーター 1台）

スイープ周波数：15～130Hz
(一部12～100Hz)

起震間隔：5m (一部10m) 
（油圧インパクター 1台）

起震間隔：5m
垂直方向分解能：

約5m（浅部）～約15m（深部）

鉛直ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ

鉛直ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ

斜めﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ，ﾎﾞｱﾎｰﾙﾃﾚﾋﾞ調査

鉛直ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ，ﾎﾞｱﾎｰﾙﾃﾚﾋﾞ調査

追加鉛直ボーリング，ﾎﾞｱﾎｰﾙﾃﾚﾋﾞ調査

反射法地震探査測線

凡 例

： 地質断面の範囲（上記反射法地震探査測
線位置においても地質断面図を作成）

a a’

： 敷地境界

※岩相区分，鍵層の分布等に基づく詳細解析を実施

t t’ ： 追加地質断面図

別紙6－1－8
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H:V=1:1

第1.5－2図（1） 反射法地震探査記録 Line-B深度断面

は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。
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H:V=1:1

第1.5－2図（2） 反射法地震探査記録 Line-C深度断面

は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。
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H:V=1:1

第1.5－2図（3） 反射法地震探査記録 Line-3深度断面

は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。
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第1.5－2図（4） 反射法地震探査記録 Line-B時間断面

は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。
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第1.5－2図（5） 反射法地震探査記録 Line-C時間断面

は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。
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第1.5－2図（6） 反射法地震探査記録 Line-3時間断面

は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。
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地質断面図（Line-B）
※ボーリング調査で認められた地質境界，鍵層及び侵食境界を反射法地震探査記録に投影

• 久米層中には複数の鍵層が概ね水平に連続して認められ，断層を示唆する系統的な不連続や累積的な変位・変形は認められない。
南部（C-1孔～②孔）では，ユニットⅠ及びⅡの複数の鍵層が概ね水平に連続している。
中部～北部（②孔～⑥孔）では，鍵層Ⅲ－３及びⅢ－２が連続し南側に傾斜する傾向が認められるが，下位のユニットⅤ，ユニットⅦ及びユニットⅧ付近に認められる反射面は概ね水平であり，
中部では上位の鍵層Ⅰ－１も概ね水平である。
北部（⑥孔～D-0-0孔）では，ユニットⅢ及びユニットⅣの鍵層が概ね水平に連続している。

• なお，連続性が確認された鍵層の分布は，反射法地震探査記録に認められる反射パターンの特徴と調和的である。
• ボーリング調査の結果，久米層には癒着して固結した面構造が認められるが，連続しておらず，粘土状破砕部を伴う断層は認められない。
• 以上のことから，将来活動する可能性のある断層等は存在しないことを確認した。

久米層岩相区分

地質層序表

Ⅰ ユニット区分番号

地層境界

侵食境界

鍵層

ボーリング位置

孔名

投影距離 方向

断面図凡例

：不整合

：日本原子力研究開発機構の敷地に連続する鍵層

H:V=1:1

第1.5－5図（1） 地質断面図 Line-B
は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。

砂質泥岩を主とし、砂岩薄層を挟む。生物擾乱、乱堆積構造が一般的に見られ、

北部で標高-250m、南部で-200m以浅に分布する。ユニット区分Ⅰ～Ⅳが該当する。

砂岩層を多く挟み、標高-260～-380mで砂岩泥岩細互層が多く分布する。南部で確認した

標高-600m以深は細粒～中粒の砂岩層が見られる。ユニット区分Ⅴ～Ⅸが該当する。

Nk

Ⅰ-5

Ⅴ-1

Ⅵ-4

Ⅰ-4
Ⅰ-3
Ⅰ-2

Ⅱ-5
Ⅱ-4

Ⅱ-3
Ⅱ-2

Ⅱ-1
Ⅲ-2

Ⅱ-5

Ⅱ-4
Ⅲ-3

Ⅲ-2

Ⅲ-3

Ⅲ-2

Ⅲ-1

Ⅳ-1

Ⅵ-3

Ⅵ-2

Ⅵ-1

Ⅰ-1
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※ボーリング調査で認められた地質境界，鍵層及び侵食境界を反射法地震探査記録に投影

H:V=1:1

• 久米層中には複数の鍵層が概ね水平に連続して認められ，断層を示唆する系統的な不連続や累積的な変位・変形は認められない。
南部（E-1孔～③孔）では，ユニットⅠ及びⅡの鍵層が概ね水平に連続している。
中部～北部（③孔～E-7孔）では，鍵層Ⅱ－４及びⅡ－５が連続し，南側に緩く傾斜する傾向が認められるが，下位のユニットⅣ及びユニットⅤ付近に認められる反射面も概ね水平である。

• なお，連続性が確認された鍵層の分布は，反射法地震探査記録に認められる反射パターンの特徴と調和的である。
• ボーリング調査の結果，久米層には癒着して固結した面構造が認められるが，粘土状破砕部を伴う断層は認められない。
• 以上のことから，将来活動する可能性のある断層等は存在しないことを確認した。

地質断面図（Line-C）

久米層岩相区分

地質層序表

Ⅰ ユニット区分番号

地層境界

侵食境界

鍵層

ボーリング位置

孔名

投影距離 方向

断面図凡例

：不整合

：日本原子力研究開発機構の敷地に連続する鍵層

Ⅰ-5
Ⅰ-4
Ⅰ-3
Ⅰ-2
Ⅰ-1

Ⅱ-2

Ⅱ-1

Ⅱ-4

Ⅱ-5

Ⅲ-3

Ⅲ-2

第1.5－5図（2） 地質断面図 Line-C
は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。

砂質泥岩を主とし、砂岩薄層を挟む。生物擾乱、乱堆積構造が一般的に見られ、

北部で標高-250m、南部で-200m以浅に分布する。ユニット区分Ⅰ～Ⅳが該当する。

砂岩層を多く挟み、標高-260～-380mで砂岩泥岩細互層が多く分布する。南部で確認した
標高-600m以深は細粒～中粒の砂岩層が見られる。ユニット区分Ⅴ～Ⅸが該当する。
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※ボーリング調査で認められた地質境界，鍵層及び侵食境界を反射法地震探査記録に投影

H:V=1:1

• 久米層中には複数の鍵層が概ね水平に連続して認められ，断層を示唆する系統的な不連続や累積的な変位・変形は認められない。
西部（④孔～②孔）では，ユニットⅠ及びⅡの鍵層が概ね水平に連続している。
中部（②孔～⑤孔）では，ユニットⅢ及びⅡの鍵層が連続し，西側に傾斜する傾向が認められるが，上位の鍵層Ⅰ－１は概ね水平であり，また，下位のユニットⅣに認められる反射面も概ね
水平である。
東部（⑤孔～⑦孔）では，ユニットⅡの鍵層が概ね水平に連続している。

• なお，連続性が確認された鍵層の分布は，反射法地震探査記録に認められる反射パターンの特徴と調和的である。
• ボーリング調査の結果，久米層には癒着して固結した面構造が認められるが，粘土状破砕部を伴う断層は認められない。
• 以上のことから，将来活動する可能性のある断層等は存在しないことを確認した。

地質断面図（Line-3）

久米層岩相区分

地質層序表

Ⅰ ユニット区分番号

地層境界

侵食境界

鍵層

ボーリング位置

孔名

投影距離 方向

断面図凡例

：不整合

第1.5－5図（3） 地質断面図 Line-3
は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。

砂質泥岩を主とし、砂岩薄層を挟む。生物擾乱、乱堆積構造が一般的に見られ、

北部で標高-250m、南部で-200m以浅に分布する。ユニット区分Ⅰ～Ⅳが該当する。

砂岩層を多く挟み、標高-260～-380mで砂岩泥岩細互層が多く分布する。南部で確認した

標高-600m以深は細粒～中粒の砂岩層が見られる。ユニット区分Ⅴ～Ⅸが該当する。

Ⅰ-2

Ⅰ-1

Ⅱ-5

Ⅱ-4

Ⅱ-1
Ⅱ-2

Ⅲ-3

Ⅲ-2

Ⅱ-4

Ⅱ-5

Ⅱ-4

Ⅱ-2

Ⅱ-1
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地質断面図（ａ－ａ’断面）

H:V=1:1

・ 久米層中には複数の鍵層が概ね水平に連続して認められる。鍵層Ⅱ－４及びⅡ－５は侵食によって一部で連続していないが，その上位の鍵層及び下位の鍵層は概ね水平に連続している。した
がって，久米層中には断層を示唆する系統的な不連続や累積的な変位・変形は認められない。

・ ボーリング調査の結果，久米層には癒着して固結した面構造が認められるが，粘土状破砕部を伴う断層は認められない。
・ 以上のことから，将来活動する可能性のある断層等は存在しないことを確認した。

久米層岩相区分

地質層序表

Ⅰ ユニット区分番号

地層境界

侵食境界

鍵層

ボーリング位置

孔名

投影距離 方向

断面図凡例

：不整合

第1.5－5図（4） 地質断面図 a-a’
は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。

砂質泥岩を主とし、砂岩薄層を挟む。生物擾乱、乱堆積構造が一般的に見られ、

北部で標高-250m、南部で-200m以浅に分布する。ユニット区分Ⅰ～Ⅳが該当する。

砂岩層を多く挟み、標高-260～-380mで砂岩泥岩細互層が多く分布する。南部で確認した
標高-600m以深は細粒～中粒の砂岩層が見られる。ユニット区分Ⅴ～Ⅸが該当する。

西 東
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地質断面図（ｔ－ｔ’断面）
H:V=1:1

・ 追加ボーリングを含めて検討した結果，鍵層の連続性は従前の評価と変わらないことを確認した。
・ 断面図の範囲ではユニットⅠの鍵層が概ね水平に連続している。鍵層Ⅱ－３，Ⅱ－４及びⅡ－５は侵食によって一部で連続していないが，下位の鍵層Ⅱ－１及びⅡ－２は概ね水平に連続し

ている。
・ ボーリング調査の結果，久米層には癒着して固結した面構造が認められるが，連続しておらず，粘土状破砕部を伴う断層は認められない。
・ 以上のことから，将来活動する可能性のある断層等は存在しないことを確認した。

久米層岩相区分

地質層序表

Ⅰ ユニット区分番号

地層境界

侵食境界

鍵層

ボーリング位置

孔名

投影距離 方向

断面図凡例

：不整合

ｔ－ｔ’断面
西 東

第1.5－5図（5） 地質断面図 t-t’
は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。
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地質断面図（tｔ－tｔ’断面）
H:V=1:1

・ 断面図の範囲ではユニットⅠの鍵層が概ね水平に連続している。鍵層Ⅱ－４及びⅡ－５は侵食によって一部で連続していないが，下位の鍵層Ⅱ－１及びⅡ－２は概ね水平に連続している。
・ ボーリング調査の結果，久米層には癒着して固結した面構造が認められるが，連続しておらず，粘土状破砕部を伴う断層は認められない。
・ 以上のことから，将来活動する可能性のある断層等は存在しないことを確認した。

久米層岩相区分

地質層序表

Ⅰ ユニット区分番号

地層境界

侵食境界

鍵層

ボーリング位置

孔名

投影距離 方向

断面図凡例

：不整合

ｔｔ－ｔｔ’断面
南 北

第1.5－5図（6） 地質断面図 tt-tt’
は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。
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H:V=1:1

• 久米層中には複数の鍵層が概ね水平に連続して認められ，断層を示唆する系統的な不連続や累積的な変位は認められない。
西部（④孔～C-6孔）では，ユニットⅠ及びⅡの鍵層が概ね水平に連続している。
中部（C-6孔～③孔）では，ユニットⅢ及びⅡの鍵層が連続しており，一部で西側に傾斜する傾向が認められるが，上位のユニットⅠの鍵層は概ね水平に連続している。
東部（③孔～⑦孔）では，ユニットⅡの鍵層が概ね水平に連続している。

• ボーリング調査の結果，久米層には癒着して固結した面構造が認められるが，粘土状破砕部を伴う断層は認められない。
• 以上のことから，将来活動する可能性のある断層等は存在しないことを確認した。

地質断面図（b－b’断面）

久米層岩相区分

地質層序表

Ⅰ ユニット区分番号

地層境界

侵食境界

鍵層

ボーリング位置

孔名

投影距離 方向

断面図凡例

：不整合

第1.5－5図（7） 地質断面図 b-b’
は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。

砂質泥岩を主とし、砂岩薄層を挟む。生物擾乱、乱堆積構造が一般的に見られ、

北部で標高-250m、南部で-200m以浅に分布する。ユニット区分Ⅰ～Ⅳが該当する。

砂岩層を多く挟み、標高-260～-380mで砂岩泥岩細互層が多く分布する。南部で確認した

標高-600m以深は細粒～中粒の砂岩層が見られる。ユニット区分Ⅴ～Ⅸが該当する。

西 東

6－1－47



H:V=1:1

・ 久米層中には複数の鍵層が概ね水平に連続して認められる。
・ ボーリング調査の結果，久米層には癒着して固結した面構造が認められるが，粘土状破砕部を伴う断層は認められない。
・ 以上のことから，将来活動する可能性のある断層等は存在しないことを確認した。

地質断面図（c－c’断面）

久米層岩相区分

地質層序表

Ⅰ ユニット区分番号

地層境界

侵食境界

鍵層

ボーリング位置

孔名

投影距離 方向

断面図凡例

：不整合

西 東

第1.5－5図（8） 地質断面図 c-c’
は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。

砂質泥岩を主とし、砂岩薄層を挟む。生物擾乱、乱堆積構造が一般的に見られ、

北部で標高-250m、南部で-200m以浅に分布する。ユニット区分Ⅰ～Ⅳが該当する。

砂岩層を多く挟み、標高-260～-380mで砂岩泥岩細互層が多く分布する。南部で確認した

標高-600m以深は細粒～中粒の砂岩層が見られる。ユニット区分Ⅴ～Ⅸが該当する。
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H:V=1:1

・ 久米層中には複数の鍵層が概ね水平に連続して認められる。
・ ボーリング調査の結果，久米層には癒着して固結した面構造が認められるが，粘土状破砕部を伴う断層は認められない。
・ 以上のことから，将来活動する可能性のある断層等は存在しないことを確認した。

地質断面図（d－d’断面）

久米層岩相区分

地質層序表

Ⅰ ユニット区分番号

地層境界

侵食境界

鍵層

ボーリング位置

孔名

投影距離 方向

断面図凡例

：不整合

西 東

第1.5－5図（9） 地質断面図 d-d’
は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。

砂質泥岩を主とし、砂岩薄層を挟む。生物擾乱、乱堆積構造が一般的に見られ、

北部で標高-250m、南部で-200m以浅に分布する。ユニット区分Ⅰ～Ⅳが該当する。

砂岩層を多く挟み、標高-260～-380mで砂岩泥岩細互層が多く分布する。南部で確認した

標高-600m以深は細粒～中粒の砂岩層が見られる。ユニット区分Ⅴ～Ⅸが該当する。
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納谷他（2013）より抜粋

Perch Nielsen（1985）より抜粋

石灰質ナンノ化石帯（白亜紀）

・ B-3孔の標高約-400mまで，TSK-1孔の標高約-400mから-690mまでの範囲において，約10m間隔で石灰質ナンノ化石の分析を実施した。
・ 久米層における石灰質ナンノ化石の化石帯は最下部がCN11b帯（約4Ma），最上部がCN12c帯(約2.4Ma)であることから，久米層は前期鮮新世の後期から前期更新世の初期の間

にほぼ連続的に堆積した地層と判断される。
・ 那珂湊層群における石灰質ナンノ化石の化石帯はCC21-26帯（約70Ma）であることから，那珂湊層群は白亜紀最末期の地層と判断される。

石灰質ナンノ化石帯（新第三紀及び第四紀）微化石分析結果（石灰質ナンノ化石）

： 微化石採取位置

凡例

第1.5－6図（1） 久米層の微化石分析結果（1）

-

-

-

孔口標高
EL+24.48m

孔口標高
EL+8.28m

TSK-1B-3

第四系
標高（m）

は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。
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第1.5－7図（1） 久米層のユニット区分（1）

• ボーリングコア観察結果によると，久米層中には，流動状の堆積構造あるいは偽礫，異種礫，貝殻片を含む礫岩が認められる。これらは，下位の久米層を
侵食して緩く谷状に連続していることから，久米層堆積期に形成された海底谷等の侵食谷の谷底に堆積したものと判断される。

• 一部に見られる傾斜した葉理については半固結及び未固結の久米層が侵食谷の上流から運搬された際に流動変形した見かけの傾斜である可能性が考え
られる。

• 上記侵食谷と岩相及び鍵層の連続性ならびに反射パターンの特徴と整合がとれるようユニット区分を行った。

：侵食境界（下端）

※ 偽礫を多く含む侵食跡

ウ．侵食境界Ⅱ/Ⅲ

C-3孔 標高：-170.99～-176.30m（深度：179.35～184.66m）

（写真はGL-183.00～ - 185.00m）

10cm

上

※ 細礫，貝殻片からなる薄層を挟む侵食跡

C-1孔 標高：-59.10～-59.16m（深度：68.02～68.08m）

（写真はGL-67.70～-68.20m）

ア．侵食境界Ⅰ/Ⅱ

10cm

上 上

イ．侵食境界Ⅰ/Ⅱ

C-7孔 標高：-43.37～-43.85m（深度：52.50～52.98m）

（写真はGL-52.60～-53.10m)

10cm

※ 貝殻片の混入，流動状の堆積構造が見られる侵食跡

※ 流動状の堆積構造が見られる侵食跡

②孔 標高：-153.62～-153.77m（深度：164.26～164.41m）

（写真はGL-164.10～-164.60m）

エ．侵食境界Ⅱ/Ⅲ

10cm

上

コア写真位置

凡 例

侵食境界位置図（Line-B）

ア

ウ
エ

キ
オ

イ

ク

カ

ケ
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第1.5－7図（2） 久米層のユニット区分（2）

：侵食境界（下端）

※ 偽礫のほか流動状の堆積構造が見られる侵食境界

①孔 標高：-254.50～-255.77m（深度：262.25～263.52m）

（写真はGL-262.00～-264.00m)

ク．侵食境界Ⅳ/Ⅴ

10cm

上

※ 偽礫のほか異質礫，貝殻片が密集する侵食境界

②孔 標高：-265.01～-268.87m（深度：275.65～279.51m）

（写真はGL-278.00～-280.00ｍ）

キ．侵食境界Ⅳ/Ⅴ

10cm

上

オ．侵食境界Ⅲ/Ⅳ

②孔 標高：-194.83～-195.57m（深度：205.47～206.21m）

（写真はGL-205.00～-207.00m)

10cm

※ 偽礫のほか異質礫，貝殻片が密集する侵食跡

上

カ．侵食境界Ⅲ/Ⅳ

⑥孔 標高：-139.19～-141.84m（深度：143.00～145.65m）

（写真はGL-144.00～-146.00m）

※ 偽礫のほか流動状の堆積構造が見られる侵食跡

10cm

上

※ 偽礫のほか流動状の堆積構造が見られる侵食境界

⑥孔 標高：-262.00～-268.32m（深度：265.81～272.13m）

（写真はGL-271.00～-273.00m)

ケ．侵食境界Ⅴ/Ⅶ

10cm

上
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：侵食境界（下端）

※ 上部は偽礫となり，下端は軽石，炭物質及び貝化石片が密集

ｃ．侵食境界Ⅰ/Ⅱ

T-1孔 標高：-56.86～-57.05m（深度：79.81～80.00m）

（写真はGL-79.60～ - 80.10m）

上

※ 凝灰岩下端にすべり面と思われる灰色薄層を挟む

TT-2孔 標高：-53.49～ｰ53.50m（深度：72.22～72.23m）

（写真はGL-71.80～-72.30m）

ａ．侵食境界Ⅰ/Ⅱ

上 上

ｂ．侵食境界Ⅰ/Ⅱ

T-3孔 標高：-60.03～-60.05m（深度：70.68～70.70m）

（写真はGL-70.30～-70.80m)

※ 凝灰岩の下部で砂質泥岩を巻き込み上部は偽礫となる

※ 凝灰岩下端にすべり面と思われる灰色薄層を挟む

TT-1孔 標高：-56.72～-56.74m（深度：70.82～70.84m）

（写真はGL-70.50～-71.00m）

ｄ．侵食境界Ⅰ/Ⅱ

上

コア写真位置

凡 例

ｔ－ｔ’断面
西 東 ｔｔ－ｔｔ’断面

南 北

ｂ

ｅ

ａ
ｃ

ｇ

ｄ

ｆ

ｈ

10cm

10cm 10cm

10cm

i
ｊ ｋ ｌ

第1.5－7図（3） 久米層のユニット区分（3）
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：侵食境界（下端）

※ 軽石を含み凝灰質，灰色の泥岩を挟みボール状の形状が見られる

T-4孔 標高：-158.81～-159.07m（深度：169.64～169.90m）

（写真はGL-169.50～-170.00m)

ｈ．侵食境界Ⅱ/Ⅲ

上

※ シルト岩偽礫，貝化石片を含み，葉理の傾斜がばらつく

T-3孔 標高：-168.00～-169.10m（深度：178.65～179.75m）

（写真はGL-178.00～-180.00ｍ）

ｇ．侵食境界Ⅱ/Ⅲ

上

ｅ．侵食境界Ⅰ/Ⅱ

T-4孔 標高：-107.21～-107.79m（深度：118.04～118.62m）

（写真はGL-118.00～-118.70m)

※ 軽石が点在，凝灰岩が雲状に分布し，下端は傾斜6°の細粒砂岩薄層を挟む

上

ｆ．侵食境界Ⅰ/Ⅱ

T-5孔 標高：-124.47～-126.05m（深度：133.14～134.72m）

（写真はGL-134.00～-134.80m）

※ 層理が折りたたまれ層内が変形する

上

10cm

10cm

10cm

10cm

第1.5－7図（4） 久米層のユニット区分（4）
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：侵食境界（下端）

※ 偽礫がみられる

T-5孔 標高：-195.59～-195.93m（深度：204.26～204.60m）

（写真はGL-204.00～-204.70m)

ｌ．侵食境界Ⅲ/Ⅳ

上

※ 偽礫や層内褶曲が発達する

T-4孔 標高：-184.58～-189.32m（深度：195.41～200.15m）

（写真はGL-198.00～-200.03ｍ）

ｋ．侵食境界Ⅲ/Ⅳ

上

ｉ．侵食境界Ⅱ/Ⅲ

T-5孔 標高：-158.90～-159.28m（深度：167.57～167.95m）

（写真はGL-167.50～-168.00m)

※ 層状の偽礫を多く含む

上

ｊ．侵食境界Ⅲ/Ⅳ

T-3孔 標高：-184.56～-186.91m（深度：195.21～197.56m）

（写真はGL-197.00～-197.70m）

※ 砂質泥岩偽礫，貝化石片を含む

上

10cm 10cm

10cm 10cm

第1.5－7図（5） 久米層のユニット区分（5）
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第1.5－8図（1） 侵食境界の性状（1）

侵食境界Ⅰ／Ⅱ（②孔）（深度：144.63m）

深度144.63mより上位において，貝殻片や流動状の堆積構造が認められる。
侵食境界は岩石化している。

侵食境界

深度89.19m～89.28mの範囲において，炭質物や貝殻片が密集する。
侵食境界は岩石化している。

侵食境界Ⅰ／Ⅱ（③孔）（深度：89.28m）

上

上

10cm

侵食境界の等高線図（Ⅰ）

侵食境界

は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。
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第1.5－8図（2） 侵食境界の性状（2）

侵食境界の等高線図（Ⅱ）

侵食境界Ⅱ／Ⅲ（②孔）（深度：164.41m）

深度159.60mより上位において，凝灰岩，砂岩の偽礫が認められる。
侵食境界は岩石化している。

侵食境界Ⅱ／Ⅲ（③孔）（深度：159.60m）

侵食境界

上

深度164.41mより上位において，流動状の堆積構造が認められる。
侵食境界は岩石化している。

侵食境界上
10cm

は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。
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地質断面図（Line-B）

※断面図上，葉理面及び層理面が重複して見づらい場合は同傾向の葉理面及び層理面を一つにまとめて表示している。

H:V=1:1

久米層岩相区分

地質層序表

断面図凡例

ボアホールテレビ観察孔 層理面

葉理面

（偽傾斜表示）

久米層岩相区分

地質層序表

断面図凡例

：不整合

・ 久米層の葉理面及び層理面の傾斜は，反射断面の傾斜と調和的であるが，一部でユニット境界付近に傾向の異なる部分が見られる。

第1.5－9図（1） 反射法地震探査と地層の傾斜について（1）
は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。

砂質泥岩を主とし、砂岩薄層を挟む。生物擾乱、乱堆積構造が一般的に見られ、

北部で標高-250m、南部で-200m以浅に分布する。ユニット区分Ⅰ～Ⅳが該当する。

砂岩層を多く挟み、標高-260～-380mで砂岩泥岩細互層が多く分布する。南部で確認した

標高-600m以深は細粒～中粒の砂岩層が見られる。ユニット区分Ⅴ～Ⅸが該当する。
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H:V=1:1

・ 久米層の葉理面及び層理面の傾斜は，反射断面の傾斜と調和的であるが，一部でユニット境界付近に傾向の異なる部分が見られる。

地質断面図（Line-C）

久米層岩相区分

地質層序表

断面図凡例

ボアホールテレビ観察孔 層理面

葉理面

（偽傾斜表示）

久米層岩相区分

地質層序表

断面図凡例

：不整合

第1.5－9図（2） 反射法地震探査と地層の傾斜について（2）

※断面図上，葉理面及び層理面が重複して見づらい場合は同傾向の葉理面及び層理面を一つにまとめて表示している。

は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。

砂質泥岩を主とし、砂岩薄層を挟む。生物擾乱、乱堆積構造が一般的に見られ、
北部で標高-250m、南部で-200m以浅に分布する。ユニット区分Ⅰ～Ⅳが該当する。

砂岩層を多く挟み、標高-260～-380mで砂岩泥岩細互層が多く分布する。南部で確認した

標高-600m以深は細粒～中粒の砂岩層が見られる。ユニット区分Ⅴ～Ⅸが該当する。
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H:V=1:1

・ 久米層の葉理面及び層理面の傾斜は，反射断面の傾斜と調和的であるが，一部でユニット境界付近に傾向の異なる部分が見られる。

地質断面図（Line-3）

久米層岩相区分

地質層序表

断面図凡例

ボアホールテレビ観察孔 層理面

葉理面

（偽傾斜表示）

久米層岩相区分

地質層序表

断面図凡例

：不整合

第1.5－9図（3） 反射法地震探査と地層の傾斜について（3）

※断面図上，葉理面及び層理面が重複して見づらい場合は同傾向の葉理面及び層理面を一つにまとめて表示している。

は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。

砂質泥岩を主とし、砂岩薄層を挟む。生物擾乱、乱堆積構造が一般的に見られ、

北部で標高-250m、南部で-200m以浅に分布する。ユニット区分Ⅰ～Ⅳが該当する。

砂岩層を多く挟み、標高-260～-380mで砂岩泥岩細互層が多く分布する。南部で確認した

標高-600m以深は細粒～中粒の砂岩層が見られる。ユニット区分Ⅴ～Ⅸが該当する。
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・ 久米層内には，火山灰層及び軽石層や凝灰質泥岩層などの岩相が特徴的な地層が分布する。
・ これらの地層について，層相，粒子組成，火山ガラスの形態等の類似性について検討した結果，側方に広がりを持って連続する地層であることが確認さ

れた（Ⅰ-5～Ⅵ-1を鍵層として評価）。
・ なお，これらの鍵層について，火山灰分析も併せて実施し，対比の妥当性について確認した。
・追加ボーリングで確認された鍵層についても上記と同じ方法により類似性を検討し既存の鍵層と対比した。

火山ガラスの形態分類（岸・宮脇，1996より引用）
火山灰，軽石の粒径区分（東海ｻｲﾄ）

火山灰 軽石

粒径(mm) 区分 粒径(mm) 区分

10
粗粒

中粒

4

2 細粒

粗粒

0.5
中粒

※）粒径2mm以下
は火山灰となる。

0.25 細粒
0.063

極細粒

 ｈｏ ： 角閃石

ｏｐｘ： 斜方輝石

重鉱物名

2

鍵層の特徴

鍵層Ｎｏ． 特 徴 粒子組成 コア写真

Ⅰ-5

ユニット区分Ⅰの砂質泥岩
（Km-m)に含まれ，白色の中～
粗粒軽石を密に含む。

なお，Ⅰ-5～Ⅰ-2は10m程度
の範囲に近接して分布する。

重鉱物 ho

ガラス
spg＞＞fib

C-2孔 標高：-21.66～-21.71m，深度：32.80～32.85m

10cm

上

：鍵層

T-1孔 標高：-16.83～-17.09m，深度：39.78～40.04m上

10cm

第1.5－10図（1） 久米層の鍵層の特徴（1）
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鍵層Ｎｏ． 特 徴 粒子組成 コア写真

Ⅰ-4

ユニット区分Ⅰの砂質泥岩
(Km-m)に含まれ，上部は白～
灰色の粗粒軽石を密に含み
（Ⅰ-4-A）下部は凝灰質となる
（Ⅰ-4-B）。

なお，Ⅰ-5～Ⅰ-2は10m程度
の範囲に近接して分布する。

重鉱物 －

ガラス
spg＞fib

Ⅰ-3

ユニット区分Ⅰの砂質泥岩
（Km-m)に含まれ，白色の細粒
軽石を密に含む。

なお，Ⅰ-5～Ⅰ-2は10m程度
の範囲に近接して分布する。

重鉱物 ho

ガラス spg＞fib

C-2孔 標高：-28.36～-28.56m，深度：39.50～39.70m

10cm

上

鍵層の特徴 ：鍵層

TT-1孔 標高：-20.73～-20.83m，深度：34.83～34.93m
上

10cm

C-3孔 Ⅰ-4-A 標高：-21.64～-21.73m，深度：30.00～30.09m

10cm

Ⅰ-4-B 標高：-21.78～-21.82m，深度：30.14～30.18m上

Ⅰ-4-BⅠ-4-A

上

T-1孔 Ⅰ-4-A 標高：-19.48～-19.53m，深度：42.43～42.48m

10cm

Ⅰ-4-B 標高：-19.59～-19.67m，深度：42.54～42.62m

Ⅰ-4-A Ⅰ-4-B

第1.5－10図（2） 久米層の鍵層の特徴（2）
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鍵層Ｎｏ． 特 徴 粒子組成 コア写真

Ⅰ-2

ユニット区分Ⅰの砂質泥岩
（Km-m)に含まれ，白色の細～
中粒軽石を密に含む。

なお，Ⅰ-5～Ⅰ-2は10m程度
の範囲に近接して分布する。

重鉱物 －

ガラス spg＞fib

Ⅰ-1
ユニット区分Ⅰの砂質泥岩

(Km-m)に含まれる凝灰質泥岩
で，白～灰色の軽石を含む。

重鉱物 －

ガラス spg＞sb≧fib

C-1孔 標高：-37.27～-37.50m，深度：46.19～46.42m

10cm

上

鍵層の特徴 ：鍵層

T-1孔 標高：-32.35～-32.49m，深度：55.30～55.44m
上

10cm

C-2孔 標高：-56.63～-58.31m，深度：67.77～69.45m

10cm

上

TT-1孔 標高：-56.12～-56.72m，深度：70.22～70.82m
上

10cm

第1.5－10図（3） 久米層の鍵層の特徴（3）
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鍵層Ｎｏ． 特 徴 粒子組成 コア写真

Ⅱ-5
ユニット区分Ⅱの砂質泥岩

(Km-m)に含まれ，灰白色の中
～細粒火山灰からなる。

重鉱物 －

ガラス spg＞＞fib

Ⅱ-4
ユニット区分Ⅱの砂質泥岩

（Km-m)に含まれ，白色の極細
粒火山灰からなる。

重鉱物 －

ガラス spg＞＞sb＞str

D-4-0孔 標高：-61.41～-61.56m，深度：69.70～69.85m上

10cm

鍵層の特徴 ：鍵層

C-2孔 標高：-86.03～-86.08m，深度：97.17～97.22m

10cm

上

T-1孔 標高：-85.15～-85.40m，深度：108.10～108.35m
上

10cm

T-1孔 標高：-98.09～-98.13m，深度：121.04～121.08m
上

10cm

第1.5－10図（4） 久米層の鍵層の特徴（4）
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鍵層Ｎｏ． 特 徴 粒子組成 コア写真

Ⅱ-3
ユニット区分Ⅱの砂質泥岩

（Km-m)に含まれ，灰白色の砂
～泥質凝灰岩からなる。

重鉱物 －

ガラス
spg＞sb＞str＞

fib＞bw

Ⅱ-2

ユニット区分Ⅱの砂質泥岩
（Km-m)に含まれ，白色の極細
粒火山灰からなる。

重鉱物 －

ガラス
spg＞sb＞str＞

fib

TSK-1孔 標高：-139.83～-139.93m，深度：148.11～148.21m上

10cm

C-3孔 標高：-151.64～-152.26m，深度：160.00～160.62m

10cm

上

鍵層の特徴 ：鍵層

T-1孔 標高：-139.59～-139.62m，深度：162.54～162.57m
上

10cm

T-1孔 標高：-148.84～-148.92m，深度：171.79～171.87m
上

10cm

第1.5－10図（5） 久米層の鍵層の特徴（5）
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鍵層Ｎｏ． 特 徴 粒子組成 コア写真

Ⅱ-1

ユニット区分Ⅱの砂質泥岩
（Km-m)に含まれ，灰～白色の極
細粒火山灰からなる。

重鉱物 －

ガラス
sb≧spg＞str＞

fib

Ⅲ-3

ユニット区分Ⅲの砂質泥岩
(Km-m)，砂質泥岩優勢層（Km-
a1)に含まれ，結晶質で灰白色の
中粒～細粒火山灰からなる。や
や泥，砂を含む。

重鉱物 ho

ガラス
spg＞＞fib

Ⅲ-2

ユニット区分Ⅲの砂質泥岩
（Km-m)に含まれ，白色の中粒軽
石をやや密に含む。

Ⅲ-3の約5～10m下位に分布す
る。

重鉱物 －

ガラス
spg＞fib

C-4孔 標高：-158.45～-158.51m，深度：169.51～169.57m

10cm

上

鍵層の特徴 ：鍵層

T-1孔 標高：-155.23～-155.30m，深度：178.18～178.25m
上

10cm

T-4孔 標高：-172.24～-172.25m，深度：183.07～183.08m
上

10cm

②孔 標高：-155.06～-155.14m，深度：165.70～165.78m

10cm

上

①孔 標高：-112.60～-112.69m，深度：120.35～120.44m

10cm

上

第1.5－10図（6） 久米層の鍵層の特徴（6）
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鍵層Ｎｏ． 特 徴 粒子組成 コア写真

Ⅲ-1

ユニット区分Ⅲの砂質泥岩
(Km-m)，砂質泥岩優勢層（Km-
a1)に含まれ，細～中粒の軽石が
密集する。

重鉱物 ho, opx

ガラス spg＞fib＞ｓｂ
＞str

Ⅳ-1

ユニット区分Ⅳの砂質泥岩
(Km-m)，礫岩（Km-g)に含まれ，
白～灰色の細粒火山灰からなる。

重鉱物 ho

ガラス sb＞str＞spg＞
fib＞bw

Ⅴ-1
ユニット区分Ⅴの砂質泥岩

(Km-m)に含まれ，白色の極細粒
火山灰からなる。

重鉱物 －

ガラス bw＞＞spg

Ⅵ-4

ユニット区分Ⅵの砂岩薄層を挟
む砂質泥岩優勢層(Km-a1)に含
まれ，灰白色の極細粒火山灰か
らなる。

重鉱物 －

ガラス spg≧sb≧str

D-0-0孔 標高：-131.13～-131.20m，深度：134.14～134.21m

10cm

上

鍵層の特徴 ：鍵層

D-4-0孔 標高：-243.88～-244.08m，深度： 252.17 ～252.37m

）

10cm

上

C-1孔 標高：-210.13～-210.64m，深度： 219.05 ～219.56m

）

10cm

上

C-2孔 標高：-305.11～-305.29m，深度： 316.25 ～316.43m

10cm

上

第1.5－10図（7） 久米層の鍵層の特徴（7）
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鍵層Ｎｏ． 特 徴 粒子組成 コア写真

Ⅵ-3
ユニット区分Ⅵの砂質泥岩

(Km-m)に含まれ，軽石を含む灰
白～白色の細粒火山灰からなる。

重鉱物 －

ガラス
spg＞sb＞str＞

fib

Ⅵ-2

ユニット区分Ⅵの砂質泥岩
(Km-m)に含まれ，灰色の極細粒
火山灰からなる。

下位Ⅵ-1と近接して分布する。

重鉱物 －

ガラス
spg＞＞sb＞

str

Ⅵ-1

ユニット区分Ⅵの砂質泥岩
(Km-m)に含まれ，白色の細粒火
山灰からなる。

上位Ⅵ-2と近接して分布する。

重鉱物 －

ガラス
spg＞sb＞
str≧fib

TSK-1孔 標高：-377.39～-377.50m，深度：385.67～385.78m上

10cm

TSK-1孔 標高：-362.11～-362.13m，深度：370.39～370.41m上

10cm

TSK-1孔 標高：-384.09～-384.21m，深度：392.37～392.49m上

10cm

鍵層の特徴 ：鍵層

第1.5－10図（8） 久米層の鍵層の特徴（8）
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第1.5－11図（1） 鍵層位置のコア写真一覧（1）
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第1.5－11図（2） 鍵層位置のコア写真一覧（2）
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